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電
子
公
文
書
の
審
査
及
び
閲
覧
提
供
に
関
す
る
一
考
察

―
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
に
お
け
る
業
務
手
順
の
検
討
―

資
料
課　

内
藤　

潤

は
じ
め
に

神
奈
川
県
で
は
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
度
に
行
政
文
書
管
理
シ

ス
テ
ム
を
導
入
し
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ー
ン
デ
ジ
タ
ル
で
あ
る
電
子
公

文
書
の
作
成
が
全
庁
で
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
紙
の
公
文

書
と
同
じ
く
電
子
公
文
書
に
つ
い
て
も
、
現
用
文
書
か
ら
非
現
用

文
書
へ
切
り
替
わ
る
段
階
で
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
（
以
下
、
「
当

館
」
と
い
う
。
）
へ
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
実
際
、
当
館
の

収
蔵
資
料
に
も
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
電
子
公
文
書
が
存
在
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。

筆
者
は
、
当
館
に
お
い
て
電
子
公
文
書
を
含
め
た
収
蔵
資
料
の

目
録
情
報
を
管
理
・
公
開
す
る
公
文
書
館
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
の

運
用
を
担
当
し
、
ま
た
、
公
文
書
の
受
入
れ
か
ら
評
価
選
別
、
目

録
情
報
等
の
登
録
、
閲
覧
対
応
ま
で
の
一
連
の
業
務
も
担
っ
て
い

る
。現

時
点
で
は
当
館
に
お
け
る
電
子
公
文
書
の
閲
覧
実
績
は
無

く
、
今
後
見
込
ま
れ
る
審
査
及
び
閲
覧
提
供
に
は
様
々
な
検
討
の

余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
紙
の
公
文
書
と
は
異
な

る
特
性
か
ら
考
慮
す
べ
き
点
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
当
館
の
開
館

以
来
、
紙
を
前
提
と
し
て
い
た
審
査
及
び
閲
覧
提
供
に
新
た
な
対

応
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

電
子
公
文
書
に
関
す
る
先
行
研
究
を
確
認
す
る
と
、
電
子
公
文

書
が
注
目
さ
れ
始
め
た
平
成
15
年
時
点
で
太
田
富
康
が
「
利
用
す

る
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
利
用
目
的
が
何
に
し
ろ
、
文
書
館
が
残

し
た
記
録
史
料
を
、
文
書
館
が
残
し
た
『
形
』や
情
報
量
で
使
わ
ざ

る
を
得
な
い

（
（
（

」
と
、
電
子
公
文
書
に
つ
い
て
利
用
者
が
求
め
る
情

報
を
意
識
し
た
提
供
形
態
の
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
早

川
和
宏
は
、
長
期
保
存
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
へ
の
変
換
だ
け
で
な
く
、

原
本
フ
ァ
イ
ル
形
式
を
活
用
し
た
利
用
者
に
よ
る
二
次
利
用
の
可

能
性
に
触
れ
て
い
る

（
（
（

。
更
に
、
西
山
絵
里
子
は
、
特
殊
な
原
本

フ
ァ
イ
ル
形
式
で
は
審
査
及
び
閲
覧
提
供
の
際
に
開
け
な
く
な
る

可
能
性
や
、
電
子
公
文
書
の
事
例
不
足
に
伴
う
潜
在
的
な
課
題
の
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可
能
性
を
示
す
等
、
紙
の
公
文
書
と
は
異
な
る
業
務
の
難
し
さ
を

提
示
し
て
い
る

（
（
（

。
他
を
含
め
た
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
電
子
公

文
書
の
長
期
に
渡
る
見
読
性
を
確
保
す
る
視
点
か
ら
、
フ
ァ
イ
ル

形
式
、
メ
タ
デ
ー
タ
及
び
そ
れ
ら
を
格
納
す
る
保
存
媒
体
等
に
つ

い
て
の
検
討
が
多
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
。

一
方
、
本
稿
に
お
い
て
課
題
と
し
て
い
る
審
査
及
び
閲
覧
提
供

の
業
務
手
順
に
着
目
し
た
実
務
的
な
検
討
は
、
管
見
の
限
り
見
当

た
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
紙
の
公
文
書
と
電
子
公
文
書
の

審
査
及
び
閲
覧
提
供
に
お
け
る
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
相

違
点
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
上
で
電
子
公
文
書

に
つ
い
て
、
効
率
的
か
つ
安
全
性
が
高
い
業
務
手
順
の
検
討
を
試

み
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
効
率
や
安
全
性
と
は
、
電
子
公

文
書
と
い
う
新
た
な
形
態
へ
の
審
査
及
び
閲
覧
提
供
を
大
き
な
負

担
無
く
行
え
る
こ
と
や
、
閲
覧
制
限
と
し
て
マ
ス
ク
加
工
す
べ
き

部
分
を
見
落
と
す
可
能
性
が
低
い
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
当
館
の
設
置
目
的
は
、
歴
史
的
公
文
書
等
を
県
民
共
通

の
記
録
遺
産
と
し
て
永
く
後
世
へ
伝
え
る
こ
と
、
開
か
れ
た
県
政

の
一
翼
を
担
っ
て
利
用
者
に
広
く
閲
覧
提
供
す
る
こ
と
等
で
あ

る
（
（
（

。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
設
置
目
的
に
立
脚
し
た
上
で

実
務
的
な
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
業
務
軽
減
を
優
先
し
た
検

討
で
は
な
い
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

こ
こ
で
電
子
公
文
書
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
本
稿
に
お
け
る

考
え
方
を
示
す
が
、
神
奈
川
県
に
は
現
用
文
書
を
作
成
・
回
議
・

保
存
す
る
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
と
非
現
用
文
書
を
評
価
選

別
・
保
存
・
公
開
す
る
公
文
書
館
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し

て
お
り
、
本
稿
で
は
両
シ
ス
テ
ム
に
保
存
さ
れ
た
起
案
内
容
等
の

情
報
及
び
そ
の
添
付
フ
ァ
イ
ル
を
一
件
の
単
位
と
し
た
も
の
を
電

子
公
文
書
と
し
て
い
る
。

な
お
、
本
稿
で
述
べ
る
内
容
は
、
筆
者
の
個
人
的
な
見
解
で
あ

り
、
当
館
の
見
解
で
は
な
い
こ
と
を
申
し
添
え
る
。

１
．
神
奈
川
県
及
び
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
の
現
状

１
．
１
．
神
奈
川
県
の
公
文
書
管
理
制
度

神
奈
川
県
の
公
文
書
管
理
に
お
い
て
は
、
公
文
書
管
理
条
例
で

は
な
く
、
表
１
の
と
お
り
現
用
文
書
と
非
現
用
文
書
の
各
例
規
に

よ
り
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
知
事
部
局
で
あ
れ
ば
、
現
用
文
書
の
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取
扱
い
が
神
奈
川
県
行
政
文
書
管
理
規
則

及
び
同
管
理
規
程
、
そ
の
公
開
が
神
奈
川

県
情
報
公
開
条
例
及
び
同
条
例
施
行
規
則

で
あ
る
。
非
現
用
文
書
に
つ
い
て
は
閲
覧

も
含
め
て
、
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
条
例

及
び
同
条
例
施
行
規
則
に
よ
り
定
め
ら
れ

て
い
る
。

な
お
、
神
奈
川
県
で
は
公
文
書
の
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
大
き
な
特
徴
と
し

て
、
「
全
量
引
渡
制
度
」
を
導
入
し
て
お

り
、
こ
の
制
度
は
電
子
公
文
書
に
も
適
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
触
れ
て

お
く
。

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
条
例
第
３
条
に

お
い
て
、
県
の
機
関
（
文
書
作
成
所
属
）は

非
現
用
と
な
っ
た
文
書
を
当
館
へ
引
き
渡

す
義
務
を
負
い

（
（
（

、
第
４
条
で
は
引
渡
し
を
受
け
た
公
文
書
館
長

（
同
条
例
施
行
規
則
第
１
条
に
よ
り
知
事
が
公
文
書
館
長
へ
委
任

（
（
（

）

が
そ
の
評
価
選
別
を
行
い
、
保
存
又
は
廃
棄
す
る
義
務
を
負
っ
て

い
る

（
（
（

。
こ
の
全
量
引
渡
制
度
に
よ
り
、
神
奈
川
県
で
は
レ
コ
ー
ド

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
導
入
し
て
お
ら
ず
、
原
則
と
し
て
保
存
期
間
を

満
了
し
た
全
て
の
公
文
書
が
当
館
へ
搬
送
さ
れ
、
評
価
選
別
を
受

け
て
い
る
。

実
際
の
現
場
で
は
、
紙
の
公
文
書
で
あ
れ
ば
、
当
館
へ
搬
送
さ

れ
た
年
間
１
万
箱
以
上
の
文
書
保
存
箱
を
当
館
職
員
が
全
て
開
封

し
、
中
身
を
確
認
の
上
、
評
価
選
別
を
行
っ
て
い
る
。
職
員
１
人

あ
た
り
毎
年
約
１
千
５
百
箱
を
処
理
し
て
お
り
、
多
大
な
労
力

を
必
要
と
す
る
た
め
、
年
間
業
務
の
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い

る
。
し
か
し
、
全
量
引
渡
制
度
は
、
文
書
作
成
所
属
の
意
向
に
依

ら
ず
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
の
立
場
に
よ
る
評
価
選
別
を
高
く

実
現
す
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
本
制
度
は
、
評
価
選
別
の
基

準
で
あ
る
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
公
文
書
等
選
別
基
準

（
（
（

に
示
さ
れ

た
「
歴
史
的
公
文
書
等
は
、
県
民
共
有
の
財
産
と
し
て
永
く
後
世

に
伝
え
ら
れ
、
神
奈
川
の
歴
史
形
成
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
の

で
、
そ
の
選
別
は
偏
り
が
な
く
、
公
正
で
客
観
的
に
行
う
こ
と
と

す
る

（
（1
（

」と
の
意
義
を
支
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

表１　神奈川県の公文書管理制度体系（5）

現用文書 非現用文書

文書の取扱い

（知事部局の場合）

神奈川県行政文書管理規則

神奈川県行政文書管理規程

神奈川県立公文書館条例

神奈川県立公文書館条例施行規則

文書の公開

又は閲覧

神奈川県情報公開条例

神奈川県情報公開条例施行規則
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な
お
、
上
記
引
用
で
の
「
歴
史
的
公
文
書
」と
は
、
神
奈
川
県
に

お
い
て
評
価
選
別
に
よ
り
保
存
と
区
分
さ
れ
た
公
文
書
の
呼
称
で

あ
る
。
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
に
規
定
さ
れ
た
特
定
歴

史
公
文
書
等

（
（1
（

に
類
す
る
も
の
だ
が
、
前
述
の
と
お
り
神
奈
川
県
で

は
全
量
引
渡
制
度
を
導
入
し
て
い
る
た
め
、
当
館
が
受
け
入
れ
た

段
階
で
は
歴
史
的
公
文
書
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
評
価
選
別
を

経
る
必
要
が
あ
る
。

１
．
２
．
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
に
お
け
る
電
子
公
文
書
の
処
理
及

び
実
績

ま
ず
、
神
奈
川
県
に
お
け
る
電
子
公
文
書
の
作
成
や
公
文
書
館

情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
つ
い
て
概
要
を
示
す
が
、
詳
細
は

当
館
紀
要
第
12
号
の
拙
稿

（
（1
（

を
参
照
さ
れ
た
い
。

平
成
30
年
度
に
現
用
文
書
を
所
管
す
る
文
書
課
が
行
政
文
書
管

理
シ
ス
テ
ム
を
稼
働
し
、
各
所
属
で
は
電
子
公
文
書
の
作
成
・
決

裁
・
保
存
が
可
能
と
な
っ
た
。
翌
31
年
度
に
は
非
現
用
文
書
を
所

管
す
る
当
館
が
公
文
書
館
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
を
稼
働
し
た
こ
と

で
、
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
内
の
保
存
期
間
を
満
了
し
た
電
子

公
文
書
を
デ
ー
タ
で
受
入
れ
、
評
価
選
別
を
行
い
、
歴
史
的
公
文

書
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

実
際
に
公
文
書
館
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
が
電
子
公
文
書
を
受
入

れ
た
の
は
令
和
４
年
度
か
ら
で
あ
り
、
現

在
ま
で
の
受
入
・
保
存
実
績
は
表
２
の
と

お
り
で
あ
る
。

初
年
度
の
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
度

は
、
受
入
数
が
約
３
万
１
千
件
（
起
案
や

供
覧
等
の
件
数
）
、
そ
の
評
価
選
別
に
よ

る
保
存
数
が
約
５
０
０
件
で
あ
っ
た
。
２

年
目
と
な
る
令
和
５
年
度
は
、
約
４
万
件

の
受
入
れ
と
前
年
度
か
ら
約
３
割
増
加

し
、
約
７
５
０
件
が
保
存
と
な
っ
た
。
そ

し
て
令
和
６
年
度
は
受
入
数
が
約
11
万
件

と
３
倍
近
く
に
増
え
て
い
る
。

令
和
６
年
度
の
受
入
数
急
増
に
は
、
５

年
保
存
文
書
の
受
入
開
始
や
、
令
和
２
年

度
に
電
子
公
文
書
へ
紙
の
公
文
書
を
添
付

表２　電子公文書の受入・保存実績

受入年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

受入数 約31,000件 約40,000件 約110,000件

保存数 約500件 約750件 約2,500件

選別率 約1.6％ 約1.8％ 約2.3％

受入文書の作成年

度及び保存期間
平成30年度（３年）令和元年度（３年）

令和２年度（３年）

平成30年度（５年）
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す
る
併
用
決
裁
の
仕
組
み
が
始
ま
り
、
そ
の
３
年
保
存
文
書
が
受

入
開
始
と
な
っ
た
こ
と
、
更
に
令
和
２
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
テ
レ
ワ
ー
ク
が
推
進
さ
れ
、
自
宅
で

も
業
務
可
能
な
電
子
公
文
書
の
作
成
が
進
ん
だ
こ
と
が
要
因
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
、
併
用
決
裁
は
１
つ
の
公
文
書
が
電
子
公
文
書

と
紙
の
公
文
書
で
構
成
さ
れ
る
た
め
、
現
用
及
び
非
現
用
の
両
期

間
に
わ
た
っ
て
両
者
の
同
期
し
た
管
理
及
び
保
存
が
継
続
的
に
必

要
と
な
る
。
複
数
年
度
に
渡
る
た
め
対
応
漏
れ
も
発
生
し
て
お
り
、

当
館
で
の
受
入
時
に
は
一
方
が
不
足
し
て
い
る
等
、
多
く
の
課
題

を
抱
え
た
仕
組
み
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
こ
ま
で
に
留
め
て

お
く
。

選
別
率
に
お
い
て
は
、
令
和
４
年
度
及
び
５
年
度
が
電
子
公
文

書
の
導
入
初
期
で
あ
っ
た
た
め
、
電
子
公
文
書
で
は
軽
易
な
案
件

を
作
成
し
、
重
要
な
案
件
は
従
前
か
ら
慣
れ
て
い
る
紙
の
公
文
書

で
作
成
し
た
こ
と
で
低
め
の
値
と
な
っ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

導
入
３
年
目
の
令
和
６
年
度
は
、
紙
の
公
文
書
の
選
別
率
で
あ
る

２
％
前
後
と
ほ
ぼ
同
じ
値
と
な
っ
た
。

電
子
公
文
書
の
受
入
数
が
年
々
増
加
す
る
一
方
、
紙
の
公
文
書

に
つ
い
て
は
受
入
数
の
減
少
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
実
際
に
は

あ
ま
り
変
化
が
見
ら
れ
て
い
な
い
。
公
文
書
全
体
の
作
成
数
が
増

加
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
、
電
子
公
文
書
導

入
以
前
に
作
成
さ
れ
た
10
年
保
存
文
書
及
び
30
年
保
存
文
書
が
現

用
文
書
と
し
て
残
存
し
て
い
る
こ
と
、
窓
口
業
務
等
、
電
子
公
文

書
へ
の
移
行
が
難
し
い
業
務
が
あ
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
。
当

館
の
受
入
れ
が
全
て
電
子
公
文
書
と
な
る
に
は
、
少
な
く
と
も
今

後
数
十
年
を
待
つ
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

２
．
電
子
公
文
書
の
審
査
及
び
閲
覧
提
供
に
関
す
る
課
題

２
．
１
．
審
査
及
び
閲
覧
提
供
の
根
拠
規
定

本
節
で
は
、
審
査
及
び
閲
覧
提
供
の
根
拠
規
定
に
つ
い
て
整
理

す
る
。

根
拠
規
定
は
紙
の
公
文
書
及
び
電
子
公
文
書
に
共
通
し
て
お

り
、
閲
覧
が
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
条
例
の
第
２
条
、
閲
覧
制
限

が
第
５
条
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
（
以
降
、
傍
線
は
筆
者
に

よ
る
）
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第
２
条　

公
文
書
そ
の
他
の
記
録
（
以
下
「
公
文
書
等
」
と

い
う
。
）
で
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
も
の
を
収
集
し
、

保
存
し
、
及
び
閲
覧
に
供
し
、
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す

る
調
査
研
究
を
行
う
と
と
も
に
、
県
民
に
文
化
活
動
の

場
を
提
供
す
る
た
め
、
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
（
以
下

「
公
文
書
館
」と
い
う
。
）を
横
浜
市
旭
区
中
尾
一
丁
目
６

番
１
号
に
設
置
す
る
。

第
５
条　

知
事
は
、
公
文
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
公
文

書
等
（
以
下
「
公
文
書
館
資
料
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
個

人
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
情
報
（
以

下
「
個
人
に
関
す
る
情
報
等
」と
い
う
。
）が
記
録
さ
れ
て

い
る
公
文
書
館
資
料
に
つ
い
て
閲
覧
を
制
限
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２　

知
事
は
、
公
文
書
館
資
料
に
個
人
に
関
す
る
情
報
等

と
そ
れ
以
外
の
情
報
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
個
人
に
関
す
る
情
報
等
と
そ
れ
以
外
の
情

報
と
を
容
易
に
、
か
つ
、
公
文
書
館
資
料
の
閲
覧
を
求

め
る
趣
旨
を
失
わ
な
い
程
度
に
合
理
的
に
分
離
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
個
人
に
関
す
る
情
報
等
が
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分

を
除
き
、
当
該
公
文
書
館
資
料
を
閲
覧
に
供
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。（

（1
（

ま
た
、
審
査
に
つ
い
て
は
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
条
例
施
行
規

則
の
第
５
条
第
２
項
、
閲
覧
制
限
の
対
象
と
な
る
「
個
人
に
関
す

る
情
報
等
」
の
範
囲
は
第
４
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

第
４
条　

条
例
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め

る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

（1）　

個
人
に
関
す
る
情
報
（
自
己
に
関
す
る
情
報
及
び
事

業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
、
若
し
く
は
識

別
さ
れ
得
る
も
の
又
は
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人

の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。
た
だ
し
、
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次
に
掲
げ
る
情
報
を
除
く
。

（
中
略
）

第
５
条　

公
文
書
館
資
料
の
閲
覧
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
公
文
書
館
資
料
閲
覧
申
込
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ

り
館
長
に
申
し
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

閲
覧
室
の
書
架
に
置
か
れ
て
い
る
公
文
書
館
資
料
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

館
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
が
あ
っ
た
と

き
は
、
当
該
申
込
み
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
15
日

以
内
に
、
当
該
申
込
み
に
係
る
公
文
書
館
資
料
が
条
例

第
５
条
第
１
項
に
該
当
す
る
か
否
か
の
確
認
（
以
下
「
閲

覧
制
限
情
報
確
認
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。（

（1
（

第
５
条
第
２
項
に
お
い
て
は
、
公
文
書
館
長
が
利
用
者
か
ら
閲

覧
申
し
込
み
を
受
け
た
場
合
に
、
第
４
条
で
示
さ
れ
た
「
個
人
に

関
す
る
情
報
」
等
が
資
料
に
記
録
さ
れ
て
い
る
か
確
認
す
る
義
務

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
項
で
は
こ
の
確
認
を
「
閲
覧
制
限
情
報

確
認
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
審
査
と
表
現
す
る
こ

と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
た
め

（
（1
（

、
本
稿
で
の
記
載
は
審
査
に
統
一
し

て
い
る
。

な
お
、
「
個
人
に
関
す
る
情
報
」
等
の
範
囲
は
、
更
に
「
神
奈
川

県
立
公
文
書
館
資
料
の
閲
覧
制
限
の
審
査
基
準

（
（1
（

」
に
お
い
て
具
体

的
な
内
容
や
閲
覧
制
限
期
間
の
目
安
が
示
さ
れ
て
お
り
、
審
査
を

行
う
際
は
、
同
審
査
基
準
に
基
づ
き
判
断
し
て
い
る
。

同
審
査
基
準
の
策
定
に
は
、
過
去
の
審
査
に
お
い
て
閲
覧
制
限

情
報
の
マ
ス
ク
加
工
漏
れ
を
見
落
と
し
、
閲
覧
に
供
し
た
事
案
へ

の
反
省
が
あ
る
。
平
成
30
年
に
発
生
し
た
同
事
案
を
受
け
て
、
外

部
委
員
に
よ
る
業
務
検
証
委
員
会
を
立
ち
上
げ
た
結
果
、
同
委
員

会
か
ら
業
務
改
善
の
提
言

（
（1
（

が
な
さ
れ
、
そ
の
提
言
に
基
づ
い
て
同

審
査
基
準
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。
策
定
以
前
は
具
体
的
な
基
準
が

な
く
、
条
例
施
行
規
則
の
大
ま
か
な
基
準
や
過
去
の
審
査
事
例
か

ら
判
断
し
、
ま
た
、
職
員
単
独
に
よ
る
審
査
で
完
了
し
て
い
た
。

策
定
後
は
複
数
職
員
に
よ
る
審
査
を
経
て
、
原
則
と
し
て
館
長
決
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裁
を
必
要
と
し
て
お
り
、
利
用
者
が
閲
覧
可
能
と
な
る
ま
で
日
数

を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
確
実
な
審
査
を
優
先
し
て
い
る
。

２
．
２
．
紙
の
公
文
書
に
関
す
る
審
査
及
び
閲
覧
提
供
方
法

電
子
公
文
書
の
課
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
本
節
で
は
電
子

公
文
書
と
の
比
較
に
な
る
紙
の
公
文
書
に
関
す
る
審
査
及
び
閲
覧

提
供
方
法
に
つ
い
て
示
す
。

ま
ず
、
利
用
者
か
ら
資
料
の
閲
覧
申
込
が
行
わ
れ
る
と
、
当
館

職
員
は
前
述
の
審
査
基
準
に
基
づ
き
、
資
料
の
全
ペ
ー
ジ
に
対
し

て
審
査
を
行
う
。
資
料
に
閲
覧
制
限
情
報
が
存
在
し
た
場
合
は
該

当
ペ
ー
ジ
を
コ
ピ
ー
の
上
、
閲
覧
制
限
情
報
を
墨
消
し
し
、
再
度

コ
ピ
ー
す
る
こ
と
で
閲
覧
用
ペ
ー
ジ
を
作
成
す
る
。
原
本
の
該
当

ペ
ー
ジ
に
は
袋
掛
け
を
行
い
、
利
用
者
が
閲
覧
で
き
な
い
よ
う
に

し
て
い
る
。

な
お
、
閲
覧
制
限
情
報
が
多
数
存
在
す
る
場
合
は
、
袋
掛
け
で

は
な
く
、
ス
キ
ャ
ン
に
よ
る
マ
ス
ク
加
工
で
対
応
し
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
閲
覧
制
限
情
報
が
無
い
ペ
ー
ジ
も
含
め
た
全
ペ
ー
ジ

を
ス
キ
ャ
ン
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
と
し
た
上
でA

c
r
o
b
a
t

等
を

用
い
て
閲
覧
制
限
情
報
に
墨
消
し
を
行
う
。
墨
消
し
完
了
後
に
は

印
刷
し
、
閲
覧
用
資
料
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
原
本
自
体
は

無
加
工
の
た
め
、
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
は
無
い
。

ス
キ
ャ
ン
に
よ
る
マ
ス
ク
加
工
と
す
る
理
由
は
、
袋
掛
け
が
複

雑
な
作
業
の
た
め
で
あ
る
。
袋
掛
け
に
使
用
す
る
中
性
紙
を
該
当

ペ
ー
ジ
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
切
り
取
り
、
そ
れ
を
原
本
の
損
傷

と
な
ら
な
い
よ
う
折
り
張
り
す
る
に
は
、
細
か
な
手
順
が
求
め
ら

れ
る
。

な
お
、
コ
ピ
ー
及
び
ス
キ
ャ
ン
か
ら
の
印
刷
の
ど
ち
ら
で
あ
っ

て
も
、
利
用
者
の
閲
覧
後
に
は
原
本
と
と
も
に
書
庫
へ
排
架
し
、

次
の
閲
覧
時
に
再
び
利
用
可
能
と
し
て
い
る
。

２
．
３
．
紙
の
公
文
書
及
び
電
子
公
文
書
の
処
理
に
関
す
る
相
違
点

本
節
で
は
、
審
査
及
び
閲
覧
提
供
に
お
け
る
、
紙
の
公
文
書
及

び
電
子
公
文
書
の
処
理
に
関
す
る
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

前
提
と
し
て
、
電
子
公
文
書
は
公
文
書
館
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
、
登
録
情
報
（
起
案
者
、
伺
い
文
、
決
裁
履
歴
等
）と
添

付
フ
ァ
イ
ル
に
分
か
れ
て
保
存
さ
れ
て
お
り
、
登
録
情
報
は
エ
ク
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セ
ル
形
式
、
添
付
フ
ァ
イ
ル
は
原
本
の
フ
ァ
イ
ル
形
式
（
エ
ク
セ

ル
形
式
や
ワ
ー
ド
形
式
等
）
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
て
い
る
。

審
査
及
び
閲
覧
提
供
を
段
階
に
沿
っ
て
分
解
す
る
と
、
審
査
→

（
閲
覧
制
限
情
報
が
存
在
す
る
場
合
は
）
マ
ス
ク
加
工
→
利
用
者
へ

の
閲
覧
提
供
→
（
利
用
者
か
ら
複
写
の
求
め
が
あ
る
場
合
は
）
複
写

の
提
供
→
マ
ス
ク
加
工
し
た
閲
覧
物
の
そ
の
後
の
扱
い
、
と
な

る
。
各
段
階
に
共
通
し
て
、
電
子
公
文
書
に
お
い
て
は
次
の
い
ず

れ
か
の
処
理
方
法
が
想
定
さ
れ
る
。

（1）　

公
文
書
館
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た

登
録
情
報
及
び
添
付
フ
ァ
イ
ル
を
印
刷
し
、
紙
の
公
文
書
と

同
じ
よ
う
に
処
理
す
る

（2）　

公
文
書
館
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た

登
録
情
報
及
び
添
付
フ
ァ
イ
ル
を
複
製
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
処

理
す
る

（3）　

公
文
書
館
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た

登
録
情
報
及
び
添
付
フ
ァ
イ
ル
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
に
変
換

し
て
処
理
す
る

（1）
は
登
録
情
報
及
び
添
付
フ
ァ
イ
ル
を
紙
に
印
刷
す
る
方
法

で
、
従
来
型
と
な
る
紙
の
公
文
書
で
の
作
業
方
法
が
そ
の
ま
ま
使

え
る
こ
と
か
ら
、
職
員
は
手
順
に
困
る
こ
と
が
無
い
。

（2）
は
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
た
登
録
情
報
及
び
添
付
フ
ァ
イ
ル
を
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
で
表
示
し
、
編
集
等
に
よ
っ
て
処
理
す
る
方
法
で

あ
る
。
添
付
フ
ァ
イ
ル
は
前
述
の
と
お
り
、
原
本
の
フ
ァ
イ
ル
形

式
で
あ
る
。

（3）
は
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
登
録
情
報
及
び
添
付
フ
ァ

イ
ル
を
文
字
情
報
等
が
固
定
さ
れ
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
へ
と
変
換

し
て
処
理
す
る
方
法
で
あ
る
。
編
集
で
き
な
い
状
態
へ
フ
ァ
イ
ル

内
容
を
固
定
す
る
目
的
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
、
次
ペ
ー
ジ
表
３
の
と
お
り
紙

の
公
文
書
と
の
相
違
点
を
段
階
別
に
整
理
し
た
。
な
お
、
紙
の
公

文
書
に
つ
い
て
は
、
現
在
運
用
し
て
い
る
処
理
方
法
を
示
し
て
い

る
。
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表３　紙の公文書と電子公文書の処理に関する相違点

段階 紙の公文書での処理方法
電子公文書での処理方法
（記載のいずれか）

審査 ・原本で審査

ア　登録情報及び添付ファイルか

ら印刷した紙で審査

イ　登録情報及び添付ファイルの

複製ファイルで審査

ウ　登録情報及び添付ファイルか

ら変換したPDFファイルで審査

マスク加工

・対象ページをコピーの上、墨消

し。原本の対象ページは袋掛け

・対象ページが多い場合はスキャン

の上、PDFファイルを墨消し

ア　登録情報及び添付ファイルか

ら印刷した紙を墨消し

イ　登録情報及び添付ファイルの

複製ファイルを文字置換

ウ　登録情報及び添付ファイルか

ら変換したPDFファイルを墨消し

閲覧提供

・原本（又はマスク加工コピーを更

にコピーしたもの）で閲覧提供

・スキャンした場合は印刷した紙で

閲覧提供

ア　登録情報及び添付ファイルか

ら印刷した紙（又はマスク加工し

た紙のコピー）で閲覧提供

イ　登録情報及び添付ファイルの

複製ファイル（又はマスク加工し

た複製ファイル）で閲覧提供

ウ　登録情報及び添付ファイルか

ら変換したPDFファイル（又はマ

スク加工したPDFファイル）で閲

覧提供

複写提供

・原本（又はマスク加工コピーを更

にコピーしたもの）で提供

・スキャンした場合は印刷した紙を

コピーして提供

ア　登録情報及び添付ファイルか

ら印刷した紙（又はマスク加工し

た紙）をコピーして提供

イ　登録情報及び添付ファイルの

複製ファイル（又はマスク加工し

た複製ファイル）をファイルコ

ピーして提供

ウ　登録情報及び添付ファイルか

ら変換したPDFファイル（又はマ

スク加工したPDFファイル）を

ファイルコピーして提供

エ　上記イ又はウのファイルを紙

に印刷して提供

マスク加工した閲覧

物のその後の扱い

・再閲覧に備えてマスク加工したコ

ピーを原本と共に保存

・スキャンした場合は印刷した紙を

原本と共に保存

ア（ア）再閲覧に備えてマスク加工

した紙を保存 

（イ）再閲覧に備えてマスク加工

した紙をスキャンしてファイ

ル保存

イ　再閲覧に備えてマスク加工し

た複製ファイルを保存

ウ　再閲覧に備えてマスク加工し

たPDFファイルを保存
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２
．４
．電
子
公
文
書
の
処
理
に
関
す
る
メ
リ
ッ
ト
及
び
デ
メ
リ
ッ
ト

前
節
で
整
理
し
た
電
子
公
文
書
の
処
理
方
法
を
踏
ま
え
、
本
節

で
は
処
理
方
法
ご
と
の
メ
リ
ッ
ト
及
び
デ
メ
リ
ッ
ト
を
段
階
別
に

検
討
す
る
。

２
．
４
．
１
．
審
査
（
表
４
）

（1）　

非
表
示
情
報
の
確
認

が
可
能
・
不
可
能

画
面
上
や
印
刷
し
た
紙

で
は
見
え
な
い
情
報
の
こ

と
を
、
非
表
示
情
報
と
表

現
し
た
。
具
体
例
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
情
報
が
挙
げ

ら
れ
る
。

・
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ

ル
：
非
表
示
化
し
た

行
や
列
、
コ
メ
ン
ト

・

ワ

ー

ド

フ

ァ

イ

ル　

：
隠
し
文
字
、
校
閲
コ
メ
ン
ト

・
本
文
以
外
の
部
分　

：
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
含
ま
れ
る
作
成
者

名
、
マ
ク
ロ
に
含
ま
れ
る
コ
メ
ン
ト
行

こ
う
し
た
非
表
示
情
報
は
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
で
操
作

す
れ
ば
確
認
は
可
能
だ
が
、
印
刷
し
た
紙
や
変
換
し
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ

フ
ァ
イ
ル
に
は
表
示
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い

（
（1
（

。

電
子
公
文
書
の
添
付
フ
ァ
イ
ル
に
非
表
示
情
報
が
存
在
す
る
場

合
、
作
成
者
が
決
裁
に
は
不
要
な
情
報
と
認
識
し
な
が
ら
も
意
図

的
に
残
し
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
他
方
、
そ
の
存
在
自
体
を
失
念

し
た
ま
ま
添
付
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
非
表
示

情
報
は
審
査
対
象
と
な
る
だ
ろ
う
か
。

紙
の
公
文
書
に
立
ち
返
る
と
、
時
お
り
、
裏
紙
を
利
用
し
た
公

文
書
を
見
か
け
る
。
裏
紙
に
記
載
さ
れ
た
内
容
は
保
存
目
的
と
し

た
公
文
書
の
内
容
と
は
関
係
な
い
が
、
物
理
的
に
は
一
体
化
し
て

お
り
、
閲
覧
時
に
利
用
者
の
目
に
触
れ
る
以
上
、
審
査
対
象
と
し

て
い
る
。
同
様
に
、
電
子
公
文
書
の
非
表
示
情
報
に
つ
い
て
も
、

フ
ァ
イ
ル
の
一
部
で
あ
る
以
上
、
審
査
対
象
に
含
め
る
こ
と
が
望

ま
し
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
考
え
か
ら
、
非
表
示
情
報
を

表４　審査における処理方法別のメリット及びデメリット

処理方法 メリット デメリット

登録情報及び添付

ファイルから印刷し

た紙で審査

・従来の紙の公文書

と同じ作業で分か

りやすい

・非表示情報の確認

が不可能

・内容検索が不可能

登録情報及び添付

ファイルの複製ファ

イルで審査

・非表示情報の確認

が可能

・詳細な内容検索が

可能

・非表示情報の確認

手段が複雑

登録情報及び添付

ファイルから変換し

たPDFファイルで審査

・内容検索が可能
・非表示情報の確認

が不可能
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確
認
で
き
る
複
製
フ
ァ
イ
ル
で
は
メ
リ
ッ
ト
、
確
認
で
き
な
い
紙

や
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
で
は
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
た
。

た
だ
し
、
そ
の
確
認
手
段
は
複
雑
な
作
業
と
な
る
こ
と
が
多
い

た
め
、
複
製
フ
ァ
イ
ル
で
は
デ
メ
リ
ッ
ト
に
も
記
載
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
に
含
ま
れ
た
非
表
示
行
の
位
置
を

把
握
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
可
視
セ
ル
に
限
っ
た
表
示
へ

設
定
変
更
の
上
、
ス
ク
ロ
ー
ル
操
作
に
よ
り
非
表
示
行
の
位
置
と

し
て
示
さ
れ
た
白
線
を
探
す
必
要
が
あ
り
、
自
動
で
非
表
示
行
の

行
番
号
や
内
容
が
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
非
表
示
情
報
に
つ
い
て
は
、
政
策
形
成
過
程
と
な
る

電
子
起
案
の
承
認
時
に
お
い
て
、
決
裁
権
者
が
把
握
し
て
い
な
い

可
能
性
も
あ
る
。
決
裁
権
者
が
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
上
で
受

信
し
た
起
案
を
開
く
と
、
伺
い
文
等
の
登
録
情
報
と
添
付
フ
ァ
イ

ル
が
１
つ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
と
し
て
連
続
表
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
Ｐ
Ｄ

Ｆ
に
は
非
表
示
情
報
が
表
示
さ
れ
な
い
た
め
、
決
裁
権
者
は
非
表

示
情
報
の
存
在
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
承
認
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る

だ
ろ
う
。
添
付
フ
ァ
イ
ル
を
１
つ
ず
つ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ

ト
で
開
き
、
内
容
確
認
し
た
上
で
承
認
す
る
方
法
も
あ
る
が
、
操

作
が
煩
雑
と
な
る
た
め
、
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
当

館
に
お
い
て
紙
の
公
文
書
を
閲
覧
に
供
し
て
き
た
経
験
か
ら
は
、

利
用
者
の
目
的
は
政
策
形
成
過
程
へ
の
検
証
や
研
究
で
は
な
く
、

施
行
文
書
等
の
最
終
的
な
決
定
資
料
の
確
認
で
あ
る
こ
と
が
殆
ど

で
あ
り
、
決
裁
時
に
表
示
さ
れ
な
い
情
報
ま
で
求
め
る
事
例
は
少

数
と
感
じ
て
い
る
。

（2）　

（
詳
細
な
）
内
容
検
索
が
可
能
・
不
可
能

複
製
フ
ァ
イ
ル
や
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
の
場
合
、
電
子
公
文
書
の

特
性
と
し
て
内
容
の
検
索
が
可
能
で
あ
り
、
閲
覧
制
限
情
報
を
１

つ
確
認
で
き
れ
ば
、
別
の
箇
所
に
存
在
す
る
同
一
情
報
の
発
見
が

容
易
と
な
る
。
特
に
、
複
製
フ
ァ
イ
ル
で
は
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ソ
フ
ト
の
機
能
に
よ
り
、
詳
細
な
検
索
設
定
が
可
能
と
な
る
。
こ

う
し
た
検
索
機
能
は
、
審
査
時
に
お
け
る
閲
覧
制
限
情
報
の
見
落

と
し
を
防
ぐ
効
果
と
し
て
メ
リ
ッ
ト
と
な
る
。

（3）　

そ
の
他

印
刷
し
た
紙
の
場
合
は
、
完
全
に
ア
ナ
ロ
グ
な
審
査
と
な
り
、

閲
覧
制
限
情
報
の
確
認
は
職
員
に
よ
る
目
視
に
頼
る
こ
と
と
な

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
当
館
が
続
け
て
き
た
紙
の
公
文
書
に
お
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け
る
審
査
と
同
じ
で
あ
る
た
め
、
新
た
な
習
熟
は
必
要
と
し
な

い
。

２
．
４
．
２
．
マ
ス
ク
加
工
（
表
５
）

（1）　

レ
イ
ア
ウ
ト
が
崩
れ
る
・
崩
れ
な
い

複
製
フ
ァ
イ
ル
を
マ
ス

ク
加
工
す
る
際
、
一
般

的
な
オ
フ
ィ
ス
ソ
フ
ト

に
は
墨
消
し
機
能
が
無
い

た
め
、
閲
覧
制
限
情
報
と

な
る
文
字
は
記
号
等
に
置

き
換
え
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
対
象
文

字
に
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ナ
ル

フ
ォ
ン
ト

（
（1
（

が
使
用
さ
れ
て

い
た
場
合
は
、
置
き
換
え

に
よ
り
、
そ
れ
以
降
の
行

や
ペ
ー
ジ
の
切
り
替
わ
り

位
置
が
変
わ
り
、
レ
イ
ア
ウ
ト
が
崩
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、

注
意
が
必
要
と
な
る
。

（2）　

加
工
用
ソ
フ
ト
が
必
要

Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
の
墨
消
し
加
工
は
、A

c
r
o
b
a
t

等
の
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
で
作
業
す
る
た
め
、
一
般
的
な
オ
フ
ィ
ス
ソ

フ
ト
の
み
が
導
入
さ
れ
た
パ
ソ
コ
ン
の
場
合
は
、
新
た
な
予
算
措

置
に
よ
り
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
を
導
入
す
る
必
要
が
あ

る
。
当
館
で
は
作
業
用
パ
ソ
コ
ン
にA

c
r
o
b
a
t

を
導
入
済
み
だ
が
、

継
続
的
な
利
用
に
は
毎
年
度
の
予
算
措
置
が
必
要
と
な
る
。

２
．
４
．
３
．
閲
覧
提
供
（
次
ペ
ー
ジ
表
６
）

２
．
４
．
１
．（
審
査
）
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
機
器
に
関
す
る

こ
と
以
外
は
、
利
用
者
と
し
て
の
メ
リ
ッ
ト
及
び
デ
メ
リ
ッ
ト
で

あ
る
。

な
お
、
閲
覧
用
Ｐ
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
当
館
で
は
来
館
者
用
検
索

Ｐ
Ｃ
と
し
て
導
入
を
完
了
し
て
い
る
も
の
の
、
日
々
の
維
持
管
理

や
数
年
ご
と
の
更
新
等
、
継
続
的
な
利
用
に
は
毎
年
度
の
予
算
措

置
が
必
要
と
な
る
。

表５　マスク加工における処理方法別のメリット及びデメリット

処理方法 メリット デメリット

登録情報及び添付

ファイルから印刷し

た紙を墨消し

・従来の紙の公文書

と同じ作業で分か

りやすい

（特になし）

登録情報及び添付

ファイルの複製ファ

イルを文字置換

（特になし）
・レイアウトが崩れ

る可能性

登録情報及び添付

ファイルから変換し

たPDFファイルを墨消

し

・レイアウトが崩れ

ない

・加工用ソフトが必

要
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２
．
４
．
４
．
複
写
提
供
（
表
７
）

（1）　

デ
ー
タ
の
二
次
利
用
が
可
能
・
不
可
能

複
製
フ
ァ
イ
ル
や
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
で
あ
れ
ば
、
利
用
者
は

デ
ー
タ
の
二
次
利
用
が
可
能
と
な
る
。
特
に
複
製
フ
ァ
イ
ル
で
あ

れ
ば
、
利
用
者
は
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
で
自
由
に
編
集
を
行
え
る
。

Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
も
保
護
設
定
が
解
除
さ
れ
て
い
れ

ば
、
テ
キ
ス
ト
部
分
の
コ
ピ
ー
は
可
能
で
あ
り
、
更
にA

c
r
o
b
a
t

等
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
を
用
い
る
こ
と
で
、
エ
ク
セ
ル

表７　複写提供における処理方法別のメリット及びデメリット

処理方法 メリット デメリット

登録情報及び添付ファイル

から印刷した紙（又はマス

ク加工した紙）をコピーし

て提供

・機器無しで利用可能

・データの二次利用が不可

能

・非表示情報の確認が不可

能

・内容検索が不可能

登録情報及び添付ファイル

の複製ファイル（又はマス

ク加工した複製ファイル）

をファイルコピーして提供

・データの二次利用が可能

・非表示情報の確認が可能

・詳細な内容検索が可能

・万一のコンピュータウイ

ルスの存在

登録情報及び添付ファイル

から変換したPDFファイル

（又はマスク加工したPDF

ファイル）をファイルコ

ピーして提供

・データの二次利用が概ね

可能

・内容検索が可能

・万一のコンピュータウイ

ルスの存在

・非表示情報の確認が不可

能

上記の複製ファイル又は

PDFファイルを紙に印刷し

て提供

・機器無しで利用可能

・データの二次利用が不可

能

・非表示情報の確認が不可

能

・内容検索が不可能

表６　閲覧提供における処理方法別のメリット及び

デメリット

処理方法 メリット デメリット

登録情報及び添付

ファイルから印刷

した紙（又はマス

ク加工した紙のコ

ピー）で閲覧提供

・機器無しで閲覧

提供が可能

・非表示情報の確

認が不可能

・内容検索が不可

能

登録情報及び添付

ファイルの複製

ファイル（又はマ

スク加工した複製

ファイル）で閲覧

提供

・非表示情報の確

認が可能

・詳細な内容検索

が可能

・閲覧用PCの維持

管理等が必要

登録情報及び添付

ファイルから変換

したPDFファイル

（又はマスクした

PDFファイル）で閲

覧提供

・内容検索が可能

・閲覧用PCの維持

管理等が必要

・非表示情報の確

認が不可能
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形
式
や
ワ
ー
ド
形
式
等
へ
の
変
換
も
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は
、
利

用
者
が
引
用
や
数
値
処
理
を
行
う
際
に
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
な

る
。一

方
、
二
次
利
用
で
は
、
作
成
者
の
意
図
と
反
し
た
利
用
や

フ
ァ
イ
ル
の
改
ざ
ん
も
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
デ
メ
リ
ッ
ト
と

い
う
側
面
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
電
子
行
政
オ
ー
プ

ン
デ
ー
タ
戦
略
で
は
、
公
共
デ
ー
タ
の
二
次
利
用
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
メ
リ
ッ
ト
を
示
し
て
い
る
。

１
．
透
明
性
・
信
頼
性
の
向
上

公
共
デ
ー
タ
が
二
次
利
用
可
能
な
形
で
提
供
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
国
民
が
自
ら
又
は
民
間
の
サ
ー
ビ
ス
を

通
じ
て
、
政
府
の
政
策
等
に
関
し
て
十
分
な
分
析
、
判

断
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

（
中
略
）

３
．
経
済
の
活
性
化
・
行
政
の
効
率
化

公
共
デ
ー
タ
を
二
次
利
用
可
能
な
形
で
提
供
す
る
こ

と
に
よ
り
、
市
場
に
お
け
る
編
集
、
加
工
、
分
析
等
の

各
段
階
を
通
じ
て
、
様
々
な
新
ビ
ジ
ネ
ス
の
創
出
や
企

業
活
動
の
効
率
化
等
が
促
さ
れ
、
我
が
国
全
体
の
経
済

活
性
化
が
図
ら
れ
る

（
（2
（

も
ち
ろ
ん
、
同
戦
略
が
対
象
と
す
る
公
共
デ
ー
タ
が
当
館
に
お

け
る
電
子
公
文
書
と
直
ち
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
が
、
利
用
者

視
点
で
の
利
便
性
か
ら
は
、
二
次
利
用
が
可
能
な
方
が
望
ま
し
い

と
考
え
る
。

ま
た
、
フ
ァ
イ
ル
改
ざ
ん
へ
の
懸
念
に
つ
い
て
は
、
文
書
の
見

た
目
だ
け
で
あ
れ
ば
原
本
フ
ァ
イ
ル
が
無
く
て
も
模
倣
し
た
文
書

を
一
か
ら
作
成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
あ
ま
り
不
安
を
感
じ

る
必
要
は
無
い
と
思
わ
れ
る
。
厳
密
な
改
ざ
ん
防
止
を
図
る
な
ら

ば
、
電
子
証
明
書
等
の
専
門
技
術
の
導
入
を
検
討
す
べ
き
も
の
だ

ろ
う
。

（2）　

万
一
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
イ
ル
ス
の
存
在

電
子
フ
ァ
イ
ル
に
は
常
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
イ
ル
ス
の
存
在
リ

ス
ク
が
あ
り
、
利
用
者
へ
複
写
提
供
す
る
フ
ァ
イ
ル
へ
の
ウ
イ
ル

ス
混
入
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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組
織
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
に
従
い
、
ウ
イ
ル
ス
対
策
ソ

フ
ト
を
は
じ
め
、
Ｏ
Ｓ
や
各
種
ア
プ
リ
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
等
、
パ

ソ
コ
ン
段
階
で
の
対
策
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
設

定
、
閲
覧
用
Ｐ
Ｃ
の
機
能
制
限
等
、
ウ
イ
ル
ス
流
入
が
想
定
さ
れ

る
箇
所
へ
の
論
理
的
及
び
物
理
的
対
策
が
必
要
と
な
る
。

２
．
４
．
５
．
マ
ス
ク
加
工
し
た
閲
覧
物
の
そ
の
後
の
扱
い
（
表
８
）

（1）　

再
閲
覧
時
に
は
マ
ス
ク
加
工
（
及
び
印
刷
）
が
不
要

マ
ス
ク
加
工
し
た
紙
や
フ
ァ
イ
ル
は
、
原
本
と
は
別
に
保
存
す

る
こ
と
で
、
次
に
再
び
同
じ
資
料
の
閲
覧
申
込
が
あ
っ
た
際
の
作

業
が
軽
減
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
時
の
経
過

（
（2
（

に
よ
り
閲
覧
制
限
に
該
当
し
な
く
な
っ
た

場
合
に
は
、
改
め
て
マ
ス
ク
加
工
す
べ
き
箇
所
を
確
認
し
、
必
要

に
応
じ
て
マ
ス
ク
加
工
し
た
紙
又
は
フ
ァ
イ
ル
を
再
作
成
す
る
こ

と
に
な
る
。

（2）　

電
子
公
文
書
と
は
別
に
紙
の
保
存
及
び
管
理
が
必
要

紙
の
場
合
、
書
庫
等
へ
保
存
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
電
子
公
文

書
に
よ
る
保
存
は
、
物
理
的
な
空
間
を
圧
迫
し
な
い
こ
と
が
長
所

の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

損
な
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
同
一
資
料
に
つ
い

て
、
電
子
公
文
書
と
マ
ス
ク

加
工
し
た
紙
を
別
個
に
保
存

す
る
状
態
と
な
り
、
複
雑
な

管
理
が
必
要
と
な
る
。

２
．
５
．
小
括

本
章
で
は
、
紙
の
公
文
書

と
電
子
公
文
書
の
処
理
に
関

す
る
相
違
点
を
明
ら
か
に

し
、
段
階
ご
と
に
想
定
さ
れ

る
電
子
公
文
書
の
処
理
方
法

の
メ
リ
ッ
ト
及
び
デ
メ
リ
ッ

ト
を
示
し
た
。

そ
の
処
理
方
法
に
つ
い
て

は
、
非
表
示
情
報
の
有
無
や

表８　マスク加工した閲覧物のその後の扱いにおける処理方法別のメリット及びデメリット

処理方法 メリット デメリット

再閲覧に備えてマスク加工し

た紙を保存

・再閲覧時にはマスク加工及

び印刷が不要

・電子公文書とは別に紙の保

存及び管理が必要

再閲覧に備えてマスク加工し

た紙をスキャンしてファイル

保存

・再閲覧時にはマスク加工及

び印刷が不要
（特になし）

再閲覧に備えてマスク加工し

た複製ファイルを保存

・再閲覧時にはマスク加工が

不要
（特になし）

再閲覧に備えてマスク加工し

たPDFを保存

・再閲覧時にはマスク加工が

不要
（特になし）



神奈川県立公文書館紀要 第14号

-17 -

二
次
利
用
の
可
能
性
等
が
課
題
で
あ
り
、
非
表
示
情
報
は
審
査
及

び
閲
覧
対
象
に
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
審
査
時
の
確
認

手
段
は
複
雑
な
こ
と
が
多
く
、
利
用
者
が
求
め
る
可
能
性
も
低
い

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
電
子
決
裁
時
に
決
裁
権
者
は
非
表
示
情
報

ま
で
確
認
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
、
政
策
形
成
過
程
の
情
報

と
は
な
っ
て
い
な
い
可
能
性
も
存
在
し
て
い
る
。

一
方
、
二
次
利
用
に
つ
い
て
は
、
複
製
フ
ァ
イ
ル
や
変
換
し
た

Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
で
あ
れ
ば
引
用
や
数
値
処
理
に
よ
る
活
用
に
繋

が
る
こ
と
か
ら
、
利
用
者
に
お
け
る
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
く
、
印
刷

し
た
紙
と
は
利
便
性
に
大
き
な
差
異
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。

３
．
国
立
公
文
書
館
及
び
他
機
関
等
に
関
す
る
事
例
研
究

３
．
１
．
国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
電
子
公
文
書
の
保
存
及
び
利
用

本
節
で
は
、
国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
電
子
公
文
書
の
保
存
及

び
利
用
に
関
す
る
考
え
方
を
確
認
す
る
。

ま
ず
、
平
成
22
（
２
０
１
０
）
年
３
月
、
翌
年
度
か
ら
各
府
省
に

よ
る
国
立
公
文
書
館
へ
の
電
子
公
文
書
の
移
管
が
開
始
と
な
る
こ

と
か
ら
、
内
閣
府
は
「
電
子
公
文
書
等
の
移
管
・
保
存
・
利
用
に

関
す
る
方
針

（
（2
（

」
）を
策
定
し
た
。
同
方
針
で
は
、
国
立
公
文
書
館
が

各
府
省
か
ら
受
け
入
れ
た
電
子
公
文
書
に
つ
い
て
、
「
そ
の
見
読

性
を
長
期
に
確
保
す
る
こ
と
を
図
る
た
め

（
（2
（

」
に
、
原
則
と
し
て
長

期
保
存
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
へ
変
換
し
た
上
で
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。

長
期
保
存
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
は
、
電
子
公
文
書
の
見
読
性
を
長

期
に
確
保
す
る
目
的
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、

受
け
入
れ
た
電
子
公
文
書
が
文
書
作
成
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
、
表
計
算

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
及
び
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で

あ
っ
た
場
合
に
はP

D
F
/
A
-
1

（I
S
O
1
9
0
0
5
-
1

）
に
、
画
像
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
で
あ
っ
た
場
合
に
はJ

P
E
G
2
0
0
0

（I
S
O
-
I
E
C
1
5
4
4
4

）
に
変

換
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ

（
（2
（

で
公
開
さ
れ
て
い
る
電
子
公
文
書
を
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
原
本
の
フ
ァ
イ
ル
名
が
エ
ク
セ
ル
形
式
等
で
表
示
さ
れ
て
い

て
も
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
な
フ
ァ
イ
ル
は
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
と
な
っ

て
い
る

（
（2
（

。

そ
の
後
、
国
立
公
文
書
館
で
は
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
度
か
ら
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５
年
度
に
か
け
て
見
直
し
に
向
け
た
調
査
検
討
を
実
施
し
て
お

り
、
調
査
報
告

（
（2
（

が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
同
報
告
で
は
、
行
政
機
関

等
は
長
期
保
存
上
の
リ
ス
ク
が
低
い
標
準
的
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
の

作
成
を
原
則
と
し
、
他
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
作
成
し
た
場
合
に
は

標
準
的
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
変
換
し
た
上
で
国
立
公
文
書
館
へ
移
管

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
（2
（

。
標
準
的
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
は
、
技
術

の
公
開
性
や
世
界
的
な
普
及
面
等
か
ら
、
将
来
的
な
保
存
や
利
用

に
向
け
た
リ
ス
ク
が
比
較
的
低
い
と
の
評
価
が
な
さ
れ
た
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
と
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
一
般
的
な
オ
フ
ィ
ス
ソ
フ

ト
で
作
成
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
形
式
や
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
等
が
案
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る

（
（2
（

。

な
お
、
令
和
６
年
２
月
に
は
「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
改
正
さ
れ
、
行
政
機
関
等
に
お
け
る
行
政
文
書

フ
ァ
イ
ル
保
存
要
領
に
標
準
的
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
の
保
存
が
例
示

さ
れ
た

（
（2
（

。
更
に
、
同
月
に
新
た
な
「
電
子
公
文
書
等
の
移
管
・
保

存
・
利
用
に
関
す
る
方
針

（
（3
（

」
も
策
定
さ
れ
、
国
立
公
文
書
館
が
受

け
入
れ
た
電
子
公
文
書
が
標
準
的
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
あ
っ
た
場
合

に
は
、
変
換
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

（
（3
（

。
従
前

の
長
期
保
存
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
へ
の
変
換
か
ら
変
更
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
が
、
調
査
検
討
に
お
い
て
標
準
的
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
長
期
保

存
上
の
リ
ス
ク
が
低
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続

き
、
見
読
性
を
長
期
に
確
保
す
る
視
点
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。

３
．
２
．
他
機
関
の
状
況

３
．
２
．
１
．
国
立
公
文
書
館
に
よ
る
調
査

国
立
公
文
書
館
で
は
、
令
和
５
年
度
に
全
国
の
公
文
書
館
等
へ

電
子
公
文
書
等
の
管
理
・
保
存
・
利
用
に
係
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
集
計
結
果

（
（3
（

に
よ
る
と
、
公
文
書
館
及
び

公
文
書
館
機
能
を
有
す
る
92
機
関
の
う
ち
、
電
子
公
文
書
の
受
入

れ
は
36
機
関
が
実
績
あ
り
と
回
答
し
て
お
り
、
今
後
受
入
れ
予
定

の
42
機
関
と
あ
わ
せ
る
と
78
機
関
（8

4
.
8
%

）
に
達
す
る
。

実
績
が
あ
る
36
機
関
の
う
ち
、
７
機
関
は
受
入
れ
後
に
フ
ァ

イ
ル
変
換
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
はP

D
F
/
A

が

多
く
、
文
書
以
外
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
あ
るJ

P
E
G
2
0
0
0

、M
P
4

、

M
P
E
G
4

等
も
あ
っ
た
。
受
入
れ
対
象
の
殆
ど
は
文
書
で
あ
ろ
う
か
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ら
、
実
質
的
な
変
換
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
はP

D
F
/
A

で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

利
用
者
に
よ
る
電
子
公
文
書
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
供
す
る
準

備
が
で
き
て
い
な
い
機
関
が
66
機
関
と
７
割
以
上
に
達
し
て
お

り
、
そ
れ
ら
の
機
関
で
は
神
奈
川
県
と
同
様
の
課
題
を
有
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
供
す
る
準
備
が
で
き
て
い
る
26
機
関
に

つ
い
て
も
、
印
刷
し
た
紙
に
よ
り
マ
ス
ク
加
工
を
実
施
し
て
い
る

機
関
が
18
機
関
（6

9
.
2
%

）
、
印
刷
し
た
紙
に
よ
り
閲
覧
提
供
を
実

施
し
て
い
る
機
関
が
15
機
関
（5

7
.
7
%

）
と
、
従
前
の
紙
資
料
に
即

し
た
マ
ス
ク
加
工
や
閲
覧
提
供
に
よ
り
対
応
す
る
機
関
が
過
半
数

を
占
め
て
い
た
。

利
用
者
へ
の
写
し
の
提
供
形
態
は
、
紙
と
電
子
の
両
方
で
提

供
可
能
な
機
関
が
12
機
関
（4

6
.
2
%

）
と
最
も
多
く
、
そ
の
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
は
利
用
者
へ
の
閲
覧
用
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
９
機
関
、
移
管

時
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
保
存
用
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
と
も
に
２
機
関
で

あ
っ
た
。
閲
覧
用
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
具
体
的
な
形
式
は
示
さ
れ
て

い
な
い
が
、
移
管
時
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
異
な
る
以
上
、P

D
F
/
A

等

の
長
期
保
存
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
予
想
さ
れ
る
。

３
．
２
．
２
．
当
館
に
よ
る
調
査

前
項
に
示
し
た
国
立
公
文
書
館
に
よ
る
調
査
で
は
、
回
答
機
関

の
設
置
主
体
や
規
模
が
様
々
で
あ
る
た
め
、
本
稿
を
作
成
す
る
に

あ
た
っ
て
当
館
と
近
い
環
境
の
機
関
に
つ
い
て
詳
細
を
把
握
す
べ

く
、
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
対
象
は
こ
れ
ま
で
の
各
種
照
会
等

に
よ
り
、
電
子
公
文
書
の
受
入
れ
実
績
を
有
す
る
と
思
わ
れ
た
14

の
都
道
府
県
公
文
書
館
で
あ
る
。

そ
の
概
要
及
び
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
質
問
項

目
に
よ
り
未
回
答
も
あ
る
た
め
、
内
訳
の
合
計
数
が
回
答
機
関
数

と
一
致
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。

・
調
査
対
象　

：
14
機
関
（
都
道
府
県
公
文
書
館
）

・
回
答
機
関
数
：
13
機
関
（
回
答
率9

2
.
9
%

）

・
調
査
期
間　

：
令
和
６
年
12
月
５
日
～
19
日

（1）　

電
子
公
文
書
の
受
入
れ
実
績

「
実
績
あ
り
」
が
12
機
関
（9

2
.
3
%

）
で
、
そ
の
う
ち
受
入
数
の
記
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載
が
あ
っ
た
機
関
に
お
い
て
は
、
数
十
か
ら
数
百
冊
（
簿
冊
単
位
）

が
多
く
、
少
規
模
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
調
査
前
の
想
定
に
反
し
て
「
今
後
受
入
れ
予
定
」が
１
機

関
あ
っ
た
た
め
、
以
降
の
設
問
に
つ
い
て
は
今
後
の
予
定
内
容
を

回
答
い
た
だ
い
て
い
る
。

（2）　

受
入
フ
ァ
イ
ル
の
変
換

「
変
換
な
し
」が
半
数
超
の
７
機
関
（5

3
.
8
%

）と
な
り
、
「
全
て
変

換
」
と
「
一
部
フ
ァ
イ
ル
の
変
換
」
が
と
も
に
２
機
関
、
「
未
定
」
が

２
機
関
で
あ
っ
た
。

（3）　

（
「
全
て
変
換
」
と
「
一
部
フ
ァ
イ
ル
の
変
換
」
の
場
合
）
変
換

フ
ァ
イ
ル
の
形
式

「
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
」が
２
機
関
、
「
そ
の
他
」が
１
機
関
（D

o
c
u
W
o
r
k
s

形
式

（
（3
（

）
、
「
未
定
」（
今
後
受
入
れ
予
定
の
機
関
）
が
１
機
関
で
あ
っ

た
。

（4）　

利
用
者
に
よ
る
閲
覧

「
実
績
な
し
」
が
大
半
の
10
機
関
（7

6
.
9
%

）
で
、
「
実
績
あ
り
」
が

３
機
関
あ
っ
た
も
の
の
、
直
近
と
な
る
令
和
５
年
度
実
績
は
１
機

関
に
よ
る
資
料
５
点
の
み
で
あ
っ
た
。

（5）　

審
査
時
の
形
態

「
未
定
」
が
最
も
多
く
７
機
関
（5

3
.
8
%

）
あ
り
、
「
印
刷
し
た
紙
」

が
３
機
関
、
「
受
入
フ
ァ
イ
ル
形
式
」と
「
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
」が
共
に
１

機
関
で
あ
っ
た
。

（6）　

マ
ス
ク
加
工
の
形
態

審
査
と
同
じ
く
「
未
定
」が
多
く
、
６
機
関
（4

6
.
2
%

）
あ
っ
た
。「
印

刷
し
た
紙
」と
「
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
」が
共
に
２
機
関
で
、
「
受
入
フ
ァ
イ

ル
形
式
」は
無
し
で
あ
っ
た
。

（7）　

閲
覧
提
供
の
形
態

や
は
り
「
未
定
」が
多
く
、
５
機
関
（3

8
.
5
%

）
あ
っ
た
。
次
い
で
「
印

刷
し
た
紙
」が
４
機
関
、「
受
入
フ
ァ
イ
ル
形
式
」と
「
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
」

が
共
に
１
機
関
で
あ
っ
た
。

（8）　

複
写
提
供
の
形
態

「
印
刷
し
た
紙
」
と
「
未
定
」
が
共
に
５
機
関
（
各3

8
.
5
%

）
で
、
次

い
で
「
受
入
フ
ァ
イ
ル
形
式
」
が
１
機
関
で
あ
っ
た
。
「
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形

式
」
は
無
し
で
あ
っ
た
。
閲
覧
提
供
で
「
印
刷
し
た
紙
」
と
回
答
し

た
４
機
関
は
、
本
問
で
も
「
印
刷
し
た
紙
」と
回
答
し
て
い
る
。

（9）　

（
複
写
提
供
が
「
受
入
フ
ァ
イ
ル
形
式
」
の
場
合
）
フ
ァ
イ
ル
内
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の
非
表
示
情
報
の
扱
い

「
未
定
」が
７
機
関
（5

3
.
8
%

）で
、
「
そ
の
ま
ま
提
供
」や
「
削
除
し

て
提
供
」は
無
し
で
あ
っ
た
。
な
お
、
本
問
で
は
「
受
入
フ
ァ
イ
ル

形
式
」
以
外
の
機
関
か
ら
も
回
答
が
あ
っ
た
た
め
、
回
答
数
が
増

え
て
い
る
。

ま
た
、
本
問
に
対
す
る
自
由
記
載
と
し
て
「
現
在
利
用
に
供
し

て
い
る
も
の
は
非
表
示
の
部
分
含
め
提
供
、
現
在
非
公
開
で
あ
る

も
の
が
今
後
の
部
分
公
開
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
の
対
応
は

未
定
」
と
、
一
部
は
非
表
示
部
分
を
含
め
た
複
写
提
供
の
回
答
が

あ
っ
た
。
更
に
他
機
関
か
ら
は
、
「
重
要
な
情
報
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
が
、
シ
ス
テ
ム
の
性
能
上
、
出
力
す
る
こ
と
が
困
難
」

と
の
回
答
も
あ
り
、
実
務
上
の
苦
慮
が
伺
え
る
。

本
結
果
の
と
お
り
、
電
子
公
文
書
を
受
け
入
れ
て
い
る
機
関
で

あ
っ
て
も
保
存
実
績
は
少
な
く
、
更
に
利
用
者
に
よ
る
閲
覧
実
績

は
僅
か
な
状
況
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
の
検
討
部
分
に
あ
た
る
審
査
、
マ
ス
ク
加
工
、
閲
覧
提

供
及
び
複
写
提
供
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
「
未
定
」
回
答
が
多

く
、
現
状
で
は
詳
細
を
決
め
か
ね
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次

い
で
多
か
っ
た
回
答
は
「
印
刷
し
た
紙
」で
あ
り
、
紙
の
公
文
書
に

準
じ
た
方
法
を
選
択
さ
れ
た
も
の
と
想
像
で
き
、
暫
定
的
な
対
応

方
法
と
も
考
え
ら
れ
る
。
全
体
と
し
て
は
各
機
関
と
も
、
当
館
と

同
様
に
こ
れ
か
ら
の
検
討
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

３
．
３
．
情
報
公
開
制
度
に
お
け
る
電
子
公
文
書
の
実
務

本
節
で
は
、
当
館
業
務
と
補
完
関
係
に
あ
る
神
奈
川
県
の
情
報

公
開
制
度
に
お
け
る
電
子
公
文
書
の
実
務
を
確
認
す
る
。

具
体
的
な
手
順
は
「
か
な
が
わ
の
情
報
公
開
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

（
（3
（

」
に

詳
し
い
た
め
、
同
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
か
ら
該
当
箇
所
を
見
て
い
く
。

３
．
３
．
１
．
非
公
開
情
報
の
置
き
換
え

当
館
で
の
マ
ス
ク
加
工
に
相
当
す
る
情
報
公
開
で
の
実
務
は
、

「
非
公
開
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
非
公
開

情
報
を
含
む
部
分
を
＊
（
ア
ス
タ
リ
ス
ク
）
に
置
き
換
え
る
な
ど
の

方
法
に
よ
り
容
易
に
、
か
つ
、
合
理
的
に
分
離
で
き
る
と
き
は
、

当
該
記
録
を
複
写
し
、
そ
の
複
写
し
た
も
の
に
つ
い
て
当
該
置
き
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換
え
操
作
を
行
っ
た
も
の
を
も
っ
て
部
分
公
開
を
行
う

（
（3
（

」
と
さ
れ

て
お
り
、
紙
へ
の
印
刷
や
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
へ
の
変
換
で
は
な

く
、
原
本
フ
ァ
イ
ル
を
複
写
し
、
フ
ァ
イ
ル
へ
の
編
集
操
作
と
し

て
ア
ス
タ
リ
ス
ク
に
置
き
換
え
る
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
「
非
公
開
情
報
の
分
離
が
困
難
な
場
合
（
例
：
Ｐ
Ｄ
Ｆ

フ
ァ
イ
ル
）
、
容
易
に
用
紙
に
出
力
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

例
外
的
に
用
紙
に
出
力
し
た
物

（
（3
（

に
よ
り
公
開
を
行
う
も
の
と
す

る
（
（3
（

」
と
、
例
外
的
に
編
集
不
可
能
な
フ
ァ
イ
ル
形
式
等
に
お
い
て

は
、
紙
へ
の
印
刷
も
認
め
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
マ
ス
ク
加
工
の

方
法
は
、
「
非
公
開
情
報
の
分
離
方
法
は
、
第
６
条
関
係
２

（2）
の

と
お
り
（
筆
者
注
：
袋
と
じ
や
墨
消
し
の
こ
と
）と
す
る

（
（3
（

」と
あ
り
、

紙
の
公
文
書
へ
の
マ
ス
ク
加
工
と
同
一
方
法
に
な
っ
て
い
る
。

３
．
３
．
２
．
公
開
方
法

請
求
者
へ
の
公
開
方
法
は
、
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等

の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
装
置
等
の
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
で
き
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
（
筆
者
注
：
同
専
用
機
器
に
よ
り
）
閲
覧
又
は
視
聴

を
行
う

（
（3
（

」
と
さ
れ
、
パ
ソ
コ
ン
等
に
よ
り
原
本
フ
ァ
イ
ル
を
ア
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
で
表
示
し
た
公
開
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
「
公
開
の
実
施
に
当
た
っ
て
新
た
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
や

文
書
等
の
作
成
又
は
設
備
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
購
入
を
要
す
る
場

合
や
、
専
用
機
器
の
使
用
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を

及
ぼ
す
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
当
該
方
法
に
よ
り
難
い
と
き
は
、

条
例
の
趣
旨
か
ら
、
適
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
行
う

（
（4
（

」と
、

設
備
環
境
等
に
よ
り
表
示
が
困
難
な
場
合
に
は
、
他
の
方
法
に
よ

る
公
開
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
他
の
フ
ァ
イ
ル
形
式
へ
の
変
換
に

よ
る
表
示
や
、
紙
へ
の
印
刷
に
よ
る
公
開
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。一

方
、
前
項
の
よ
う
に
非
公
開
情
報
の
分
離
が
困
難
な
場
合

で
、
容
易
に
用
紙
に
出
力
で
き
る
場
合
は
、
公
開
に
お
い
て
も

「
例
外
的
に
用
紙
に
出
力
し
た
物
に
よ
り
公
開
を
行
う
も
の
と
す

る
（
（4
（

」と
紙
へ
の
印
刷
に
よ
る
公
開
を
可
能
と
し
て
い
る
。

３
．
３
．
３
．
写
し
の
交
付
方
法

（1）　

非
公
開
情
報
が
含
ま
れ
な
い
場
合

「
複
写
後
の
記
録
（
筆
者
注
：
請
求
者
へ
交
付
さ
れ
る
写
し
）
の
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書
式
は
、
原
則
と
し
て
当
該
記
録
の
原
本
の
書
式
と
同
じ
も
の
と

す
る
が
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
変
換
が
容
易
で
あ
る

場
合
は
、
請
求
者
の
変
換
の
要
望
に
応
じ
る
こ
と
は
妨
げ
な
い

（
（4
（

」

と
あ
り
、
原
則
は
原
本
の
フ
ァ
イ
ル
形
式
で
交
付
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

（2）　

非
公
開
情
報
が
含
ま
れ
る
場
合

非
公
開
情
報
の
分
離
が
容
易
な
場
合
は
、
「

（ｱ）
に
掲
げ
る
方
法

（
筆
者
注
：
「
３
．
３
．
１
．
非
公
開
情
報
の
置
き
換
え
」
で
の
ア
ス

タ
リ
ス
ク
置
換
等
の
方
法
）
に
よ
り
非
公
開
情
報
を
分
離
の
上
、

（
筆
者
中
略
）
交
付
す
る
。
ま
た
、
交
付
に
用
い
る
媒
体
及
び
書
式

の
変
換
に
関
す
る
取
扱
い
は
、
ａ
（
筆
者
注
：
非
公
開
情
報
が
含

ま
れ
な
い
場
合
）と
同
様
の
も
の
と
す
る

（
（4
（

」と
さ
れ
、
原
本
の
フ
ァ

イ
ル
形
式
で
交
付
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
方
、
非
公
開
情
報
の
分
離
が
困
難
な
場
合
は
、
前
項
ま
で
の

と
お
り
、
紙
へ
の
印
刷
に
よ
り
非
公
開
情
報
の
置
き
換
え
と
公
開

を
可
能
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
写
し
に
つ
い
て
も
「
交
付
を
行

う
物
は
、
用
紙
に
出
力
し
非
公
開
情
報
を
分
離
し
た
物
で
あ
っ

て
、
当
該
文
書
を
改
め
て
原
本
と
同
様
の
電
磁
的
記
録
に
変
換
し

て
交
付
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
す
る

（
（4
（

」
と
さ
れ
、
マ
ス
ク
加
工

し
た
紙
で
交
付
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

本
項
に
お
け
る
写
し
の
交
付
方
法
を
一
覧
と
し
た
も
の
が
次

ペ
ー
ジ
の
表
９
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
情
報
公
開
制
度
に
お
け
る
電
子
公
文
書
の
実
務
を

確
認
し
た
が
、
各
段
階
と
も
原
則
は
原
本
フ
ァ
イ
ル
形
式
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
奈
川
県
情
報
公
開
条
例
の
第
１
条
に
お
い

て
、
「
公
正
で
開
か
れ
た
県
政
の
実
現
を
図
り
、
も
っ
て
県
政
に

対
す
る
県
民
の
理
解
を
深
め
、
県
民
と
県
と
の
信
頼
関
係
を
一
層

増
進
す
る
こ
と

（
（4
（

」
が
目
的
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
行
政
文
書
の

公
開
を
規
定
し
た
第
13
条
に
お
い
て
は
、
「
条
例
の
趣
旨
に
照
ら

し
当
該
行
政
文
書
の
原
本
を
も
っ
て
行
う
の
が
原
則
で
あ
り
、
閲

覧
又
は
視
聴
実
施
時
に
は
原
本
を
、
写
し
の
交
付
時
に
は
当
該
行

政
文
書
と
同
様
の
形
式
で
作
成
し
た
写
し
（
原
本
が
文
書
で
あ
る

場
合
は
文
書
、
電
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
は
電
磁
的
記
録
）
を
準

備
す
る
必
要
が
あ
る

（
（4
（

」
と
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
情

報
公
開
に
お
け
る
真
正
性
を
担
保
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
、
原
本

フ
ァ
イ
ル
形
式
以
外
は
例
外
的
な
方
法
と
な
っ
て
い
る
。
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３
．
４
．
小
括

本
章
で
は
、
国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
受
入
れ
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

へ
の
対
応
や
、
他
機
関
に
お
け
る
電
子
公
文
書
へ
の
現
状
を
確
認

し
た
と
こ
ろ
、
国
立
公
文
書
館
に
お
い
て
は
標
準
的
フ
ォ
ー
マ
ッ

ト
に
よ
る
保
存
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
他
機
関
の
多
く
で
は
審
査

や
閲
覧
等
の
具
体
的
方
法
が
未
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し

た
。ま

た
、
神
奈
川
県
の
情
報
公
開
制
度
に
お
け
る
電
子
公
文
書
の

実
務
に
お
い
て
は
、
当
館
の
課
題
に
類
似
し
た
非
公
開
情
報
の
置

き
換
え
、
公
開
及
び
写
し
の
交
付
が
い
ず
れ
も
原
則
と
し
て
原
本

フ
ァ
イ
ル
形
式
で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

現
用
文
書
の
段
階
で
は
情
報
公
開
制
度
に
よ
り
公
開
対
象
と

な
っ
た
公
文
書
が
、
保
存
期
間
の
満
了
後
は
非
現
用
文
書
と
し
て

当
館
で
の
閲
覧
対
象
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
の
視
点
で
考
え
れ
ば
、
当
館
で
の
閲
覧
提
供
方
法
が
情
報
公
開

制
度
に
お
け
る
公
開
方
法
と
近
い
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ

る
。

表９　写しの交付方法（45）

原本の形式
非公開情報の有無／

分離の可否
写しを交付する時の媒体

紙

非公開情報なし 紙（原本を紙に複写したもの）

非公開情報あり
紙（原本を紙に複写し非公開情報を分

離したもの）

その他の

電磁的記録

非公開情報なし

原

則

磁気ディスク等（原本のコピーを記

録したもの）

例

外

原本を紙に出力した物

※閲覧又は視聴できる機器又はソ

フトウェアを請求者が所有して

いない場合

非公開情報あり

当該電磁的記録のファイル形式の

まま非公開情報の分離が可能（例：

ワードファイル、エクセルファイ

ル）

原

則

磁気ディスク等（原本のファイル形

式のままコピーした電磁的記録か

ら非公開情報を分離したものを記

録したもの）

例

外

非公開情報を分離した原本の写し

を紙に出力した物

※閲覧又は視聴できる機器又はソ

フトウェアを請求者が所有して

いない場合

当該電磁的記録のファイル形式の

まま非公開情報の分離が不可能

（例：PDFファイル）

紙（当該電磁的記録を用紙に出力した

上で、非公開情報を分離したもの）
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４
．
電
子
公
文
書
に
関
す
る
審
査
及
び
閲
覧
提
供
の
検
討
及
び
業

務
ガ
イ
ド
私
案

４
．
１
．
電
子
公
文
書
に
関
す
る
審
査
及
び
閲
覧
提
供
の
検
討

本
節
で
は
、
第
２
章
で
の
電
子
公
文
書
の
処
理
方
法
に
よ
る
課

題
、
第
３
章
で
の
国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
状
況
や
情
報
公
開
に

お
け
る
公
開
方
法
を
踏
ま
え
、
当
館
の
目
的
に
沿
っ
た
電
子
公
文

書
の
審
査
及
び
閲
覧
提
供
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

「
は
じ
め
に
」で
は
簡
単
に
紹
介
し
た
が
、
当
館
の
設
置
目
的
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
を
始
め
、
古
文
書
そ
の

他
私
文
書
等
の
記
録
を
系
統
的
か
つ
継
続
的
に
収
集
し
、

保
存
し
て
、
県
民
共
通
の
記
録
遺
産
と
し
て
永
く
後
世
へ

伝
え
、
開
か
れ
た
県
政
の
一
翼
を
担
っ
て
、
現
在
の
み
な

ら
ず
将
来
に
わ
た
り
、
多
様
な
動
機
を
有
す
る
利
用
者
に

そ
れ
ら
を
広
く
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
に
関

連
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
す
る

も
の
で
あ
る

（
（4
（

。

「
県
民
共
通
の
記
録
遺
産
と
し
て
永
く
後
世
へ
伝
え
」と
は
、
後

世
の
利
用
者
に
向
け
て
収
蔵
資
料
を
永
く
保
存
し
て
伝
え
る
こ

と
、
「
開
か
れ
た
県
政
の
一
翼
を
担
っ
て
」と
は
、
情
報
公
開
と
同

様
に
閲
覧
を
通
じ
て
県
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
と
考
え

る
。
ま
た
、
「
多
様
な
動
機
を
有
す
る
利
用
者
」と
は
、
利
用
者
に

は
様
々
な
閲
覧
目
的
が
あ
り
、
当
館
で
は
想
像
し
得
な
い
利
用
の

可
能
性
を
念
頭
に
置
く
こ
と
と
理
解
す
る
。

第
３
章
で
の
情
報
公
開
の
実
務
に
お
い
て
は
、
神
奈
川
県
情
報

公
開
条
例
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
原
則
と
し
て
原
本
フ
ァ
イ
ル
形
式

で
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
当
館
も
「
開
か
れ
た
県

政
の
一
翼
」
と
し
て
県
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
に
は
、
情
報

公
開
と
同
様
に
原
本
フ
ァ
イ
ル
形
式
で
の
閲
覧
提
供
が
望
ま
し
い

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
利
用
者
の
様
々
な
閲
覧
目
的
に
つ
い
て

は
、
事
前
に
当
館
で
は
把
握
で
き
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な
利
用

に
も
柔
軟
に
対
応
可
能
と
す
る
た
め
、
原
本
フ
ァ
イ
ル
形
式
が
適

切
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
後
世
の
利
用
者
に
向
け
て
伝
え
る
に
は
、
原
本
フ
ァ
イ

ル
形
式
に
よ
る
将
来
的
な
見
読
性
も
課
題
と
な
り
得
る
。
国
立
公
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文
書
館
に
お
け
る
標
準
的
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
考
え
方
が
参
考
と
な

る
が
、
神
奈
川
県
の
職
員
用
パ
ソ
コ
ン
は
、
原
則
と
し
て
情
報
シ

ス
テ
ム
部
門
が
統
一
仕
様
で
一
括
調
達
し
て
い
る
た
め
、
現
状
で

当
館
へ
引
き
渡
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
形
式
は
当
館
に
お
い
て
も
開
く

こ
と
が
で
き
て
お
り
、
標
準
的
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
も
収
ま
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
将
来
的
な
課
題
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
作

成
で
き
る
フ
ァ
イ
ル
形
式
又
は
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
へ
登
録

で
き
る
フ
ァ
イ
ル
形
式
に
一
定
の
基
準
を
求
め
る
対
応
も
必
要
と

考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
第
２
章
で
の
電
子
公
文
書
に
よ
る
処
理
方
法
の
検
討
に

お
い
て
は
、
実
務
的
な
課
題
が
判
明
し
て
い
る
。
公
文
書
館
情
報

管
理
シ
ス
テ
ム
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
電
子
公
文
書
の
複
製

フ
ァ
イ
ル
は
原
本
フ
ァ
イ
ル
形
式
で
あ
る
が
、
非
表
示
情
報
の
確

認
方
法
が
複
雑
で
あ
り
、
マ
ス
ク
加
工
時
に
レ
イ
ア
ウ
ト
が
崩
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
非
表
示
情
報
自
体
が
政
策
形
成
過
程

で
は
活
用
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
高
く
、
利
用
者
に
お
い
て
は

政
策
形
成
過
程
の
情
報
ま
で
求
め
る
こ
と
は
少
な
い
こ
と
を
経
験

と
し
て
認
識
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
た
結
果
、
利
用
者
に
直
接
影
響
す
る

閲
覧
提
供
や
複
写
提
供
に
つ
い
て
は
、
原
本
フ
ァ
イ
ル
か
ら
変
換

さ
れ
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
の
利
用
を
原
則
と
し
た
い
。
提
供
形
態

が
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
で
表
示
さ
れ
る
範
囲
の
情
報
で
あ
れ
ば
、
審

査
時
に
お
け
る
確
認
作
業
が
軽
減
さ
れ
る
上
、
利
用
者
に
お
い
て

は
検
索
や
二
次
利
用
等
の
電
子
公
文
書
と
し
て
の
特
性
を
原
本

フ
ァ
イ
ル
形
式
と
ほ
ぼ
同
様
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。な
お
、

原
本
フ
ァ
イ
ル
形
式
又
は
紙
へ
の
印
刷
に
よ
る
閲
覧
や
複
写
を
求

め
る
利
用
者
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
そ
れ
ら
に
よ

る
提
供
も
可
能
と
す
る
二
段
階
対
応
と
す
る
。

紙
の
公
文
書
に
お
い
て
は
、
原
本
で
は
な
い
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
や
ス
キ
ャ
ン
画
像
、
マ
ス
ク
加
工
済
み
複
製
物
に
よ
る
閲
覧
を

原
則
と
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
で
も
な
お
原
本
を
希
望
さ

れ
る
利
用
者
に
対
し
て
は
、
可
能
な
範
囲
で
原
本
で
の
閲
覧
提
供

と
す
る
二
段
階
対
応
で
運
用
し
て
い
る
。
電
子
公
文
書
の
二
段
階

対
応
は
審
査
作
業
を
考
慮
し
た
も
の
だ
が
、
日
々
の
内
部
作
業
と

「
利
用
者
の
多
様
な
動
機
」を
両
立
す
る
仕
組
み
と
考
え
る
。

な
お
、
審
査
に
お
い
て
は
、
閲
覧
提
供
及
び
複
写
提
供
の
形
態
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に
関
わ
ら
ず
、
原
本
フ
ァ
イ
ル
形
式
で
確
認
す
る
こ
と
と
し
、
詳

細
な
検
索
機
能
に
よ
る
効
率
的
な
把
握
や
閲
覧
制
限
情
報
の
見
落

と
し
防
止
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

４
．
２
．
業
務
ガ
イ
ド
私
案

前
節
に
よ
る
検
討
を
踏
ま
え
、
当
館
に
お
け
る
電
子
公
文
書
の

審
査
及
び
閲
覧
提
供
に
関
す
る
業
務
ガ
イ
ド
の
私
案
を
次
の
と
お

り
作
成
し
た
。

	

電
子
公
文
書
の
審
査
及
び
閲
覧
提
供
に
関
す
る
業
務
ガ
イ
ド

（
私
案
）

１　

概
要
及
び
目
的

本
ガ
イ
ド
は
、
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
（
以
下
、「
当
館
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る
電
子
公
文
書
の
審
査
及
び
閲
覧
提
供

に
関
す
る
業
務
手
順
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
館
は
、
歴
史
的
公
文
書
等
を
県
民
共
通
の
記
録
遺
産

と
し
て
永
く
後
世
へ
伝
え
る
こ
と
、
開
か
れ
た
県
政
の
一

翼
を
担
っ
て
利
用
者
へ
広
く
閲
覧
提
供
す
る
こ
と
等
の
役

割
を
担
っ
て
い
る
が
、
そ
の
上
で
、
電
子
公
文
書
に
関
す

る
効
率
的
か
つ
安
全
性
が
高
い
審
査
及
び
閲
覧
提
供
を
実

施
す
る
た
め
、
本
ガ
イ
ド
を
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

２　

業
務
手
順

（1）　

審
査

公
文
書
館
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
た
対
象
資
料
の
登
録
情
報
及
び
添
付
フ
ァ
イ
ル
（
い

ず
れ
も
原
本
フ
ァ
イ
ル
形
式
の
複
製
フ
ァ
イ
ル
）
を
用

い
て
審
査
す
る
。

（2）　

マ
ス
ク
加
工

審
査
し
た
フ
ァ
イ
ル
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
へ
変
換

し
、A

c
r
o
b
a
t

の
墨
消
し
機
能
を
利
用
し
て
マ
ス
ク
加

工
を
行
う
。

な
お
、A

c
r
o
b
a
t

の
マ
ー
カ
ー
機
能
は
閲
覧
制
限
情

報
の
上
に
黒
い
色
を
重
ね
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
利
用
者

は
マ
ー
カ
ー
を
解
除
す
る
こ
と
で
閲
覧
制
限
情
報
の
確

認
が
可
能
と
な
る
た
め
、
使
用
し
な
い
こ
と
。
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（3）　

閲
覧
提
供

審
査
し
た
フ
ァ
イ
ル
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
へ
変
換
の

上
、
公
文
書
館
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
で
公
開
し
て
い
る

同
資
料
の
目
録
情
報
へ
追
加
登
録
し
、
館
内
の
来
館
者

用
検
索
Ｐ
Ｃ
で
の
閲
覧
を
可
能
と
す
る
。

な
お
、
登
録
時
に
は
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
の
公
開
範
囲

を
「
館
内
の
み
」
に
設
定
す
る
こ
と
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

向
け
に
は
公
開
せ
ず
、
来
館
者
用
検
索
Ｐ
Ｃ
で
の
閲
覧

の
み
可
能
と
す
る
こ
と
（
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し

て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
す
る
場
合
は
、
別
途
検
討
）
。

審
査
に
お
い
て
閲
覧
制
限
情
報
が
存
在
し
た
場
合

は
、
マ
ス
ク
加
工
し
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
同
様
に
登

録
す
る
。

（4）　

複
写
提
供

閲
覧
に
お
い
て
使
用
し
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
光
学

メ
デ
ィ
ア
に
保
存
し
、
ウ
イ
ル
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
上
、
提

供
す
る
。
ま
た
、
利
用
者
の
要
望
に
よ
り
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ

フ
ァ
イ
ル
を
印
刷
し
た
紙
を
提
供
す
る
こ
と
も
可
能
と

す
る
。

な
お
、
利
用
者
提
供
の
メ
デ
ィ
ア
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ

や
Ｈ
Ｄ
Ｄ
、
Ｓ
Ｓ
Ｄ
等
の
可
搬
媒
体
を
含
む
）
は
、
当

館
の
Ｐ
Ｃ
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
ウ
イ
ル
ス
が
持
ち
込
ま

れ
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。

（5）　

マ
ス
ク
加
工
し
た
閲
覧
物
の
そ
の
後
の
扱
い

Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
は
公
文
書
館
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム

に
残
し
、
再
閲
覧
に
備
え
る
。

な
お
、
時
の
経
過
に
よ
り
閲
覧
制
限
に
該
当
し
な
く

な
っ
た
場
合
に
は
、
改
め
て
マ
ス
ク
加
工
す
べ
き
箇
所

を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
再
作
成
す
る
こ
と
に
な

る
。

３　

原
本
フ
ァ
イ
ル
形
式
で
の
閲
覧
提
供

原
本
フ
ァ
イ
ル
形
式
で
の
閲
覧
提
供
を
可
能
と
す
る
場

合
に
は
、
次
の
手
順
を
要
す
る
。

（1）　

審
査

２
（1）
と
同
様
。
な
お
、
画
面
上
や
印
刷
し
た
紙
で
は
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見
え
な
い
非
表
示
情
報
を
含
め
て
審
査
す
る
こ
と
。

（2）　

マ
ス
ク
加
工

審
査
し
た
原
本
フ
ァ
イ
ル
形
式
の
複
製
フ
ァ
イ
ル
を

同
形
式
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
で
開
き
、
閲
覧

制
限
情
報
が
文
字
の
場
合
は
、
＊
（
ア
ス
タ
リ
ス
ク
）
に

置
き
換
え
る
。
同
情
報
が
図
の
場
合
は
、
図
の
一
部
又

は
全
部
を
削
除
し
、
該
当
部
分
を
黒
枠
に
置
き
換
え

る
。な

お
、
閲
覧
制
限
情
報
の
文
字
が
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ナ

ル
フ
ォ
ン
ト
の
場
合
は
、
置
き
換
え
に
よ
り
、
行
や

ペ
ー
ジ
の
切
り
替
え
位
置
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
た

め
、
そ
の
際
に
は
ア
ス
タ
リ
ス
ク
の
個
数
を
調
整
し
、

レ
イ
ア
ウ
ト
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

（3）　

閲
覧
提
供
、
複
写
提
供
、
マ
ス
ク
加
工
し
た
閲
覧
物

の
そ
の
後
の
扱
い

そ
れ
ぞ
れ
、
２

（3）
、
２

（4）
、
２

（5）
に
準
じ
て
、
原
本

フ
ァ
イ
ル
形
式
の
複
製
フ
ァ
イ
ル
を
取
り
扱
う
。

４　

印
刷
し
た
紙
で
の
閲
覧
提
供

印
刷
し
た
紙
で
の
閲
覧
提
供
を
可
能
と
す
る
場
合
に

は
、
次
の
手
順
を
要
す
る
。

（1）　

審
査
、
マ
ス
ク
加
工

そ
れ
ぞ
れ
、
２

（1）
、
２

（2）
と
同
様
。

（2）　

閲
覧
提
供

審
査
し
た
フ
ァ
イ
ル
（
閲
覧
制
限
情
報
が
存
在
し
た

場
合
は
、
マ
ス
ク
加
工
し
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
）
を
印

刷
し
、
閲
覧
に
供
す
る
。

（3）　

複
写
提
供

閲
覧
に
お
い
て
使
用
し
た
紙
を
提
供
す
る
。

（4）　

マ
ス
ク
加
工
し
た
閲
覧
物
の
そ
の
後
の
扱
い

印
刷
前
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
公
文
書
館
情
報
管
理

シ
ス
テ
ム
に
残
し
、
再
閲
覧
に
備
え
る
。

な
お
、
時
の
経
過
に
よ
り
閲
覧
制
限
に
該
当
し
な
く

な
っ
た
場
合
に
は
、
改
め
て
マ
ス
ク
加
工
す
べ
き
箇
所

を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
再
作
成
す
る
こ
と
に
な

る
。閲

覧
提
供
し
た
紙
自
体
は
不
要
な
た
め
、
廃
棄
す
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る
。

	

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
電
子
公
文
書
の
審
査
及
び
閲
覧
提
供
の
具
体
的
な

業
務
手
順
に
つ
い
て
基
本
的
な
考
え
方
か
ら
整
理
を
行
い
、
効
率

的
か
つ
安
全
性
が
高
い
方
法
を
検
討
し
、
業
務
ガ
イ
ド
の
私
案
を

作
成
し
た
。

原
則
と
し
て
、
原
本
フ
ァ
イ
ル
か
ら
変
換
さ
れ
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ

イ
ル
に
よ
り
閲
覧
提
供
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
て

原
本
フ
ァ
イ
ル
形
式
又
は
印
刷
し
た
紙
で
の
閲
覧
提
供
と
す
る
二

段
階
対
応
の
考
え
方
を
示
し
た
。
こ
れ
は
、
原
本
フ
ァ
イ
ル
に
非

表
示
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
非
表
示
情
報
が
真
に
政
策
形
成
で
必
要
な
情
報
で

あ
る
な
ら
ば
、
本
来
的
に
は
電
子
公
文
書
の
作
成
者
に
お
い
て
非

表
示
と
は
せ
ず
、
決
裁
権
者
に
よ
る
判
断
を
正
面
か
ら
受
け
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
非
表
示
情
報
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
、
二
段
階
対
応

も
不
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
用
文
書
段
階
の
問
題
で
あ
る
た
め
、

当
館
の
守
備
範
囲
か
ら
は
外
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
現
用
文
書

を
所
管
す
る
文
書
課
と
連
携
し
た
取
組
み
等
に
よ
り
、
最
も
上
流

に
位
置
す
る
作
成
者
が
後
日
の
情
報
公
開
や
、
更
に
当
館
に
お
け

る
閲
覧
提
供
ま
で
想
定
し
た
上
で
日
々
の
公
文
書
作
成
に
向
き
合

う
よ
う
改
善
す
る
こ
と
は
必
要
と
感
じ
ら
れ
る
。
添
付
フ
ァ
イ
ル

の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
形
式
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
現
状
で
は
問

題
が
発
生
し
て
い
な
い
も
の
の
、
今
後
の
見
読
性
を
保
つ
た
め
に

も
、
国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
標
準
的
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
同
様
の

方
向
性
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

当
館
に
お
け
る
電
子
公
文
書
の
受
入
れ
や
評
価
選
別
で
は
、
令

和
４
（
２
０
２
２
）
年
度
の
開
始
以
来
、
様
々
な
想
定
外
デ
ー
タ
が

発
生
し
て
お
り
、
そ
の
度
に
シ
ス
テ
ム
間
の
調
整
や
業
務
手
順
の

更
新
を
行
う
状
況
が
続
い
て
い
る
。
同
様
に
、
今
回
検
討
し
た
審

査
及
び
閲
覧
提
供
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
試
行
錯
誤
に
よ
り
現
場

に
合
致
し
た
業
務
手
順
へ
と
段
階
的
に
改
善
が
進
む
と
思
わ
れ
、

本
稿
が
そ
の
端
緒
と
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
が
実
施
し
た
令
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和
６
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
修
Ⅲ
に
お
い
て
提
出
し
た
修
了
研

究
論
文
に
現
況
の
反
映
・
修
正
に
よ
り
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

注
（
1
）　

太
田
富
康
「
電
子
自
治
体
の
資
料
論
」（
『
記
録
と
史
料
』
第
13
号
、
全
国

歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
、
平
成
15
年
）
、p

.
1
1

（
2
）　

早
川
和
宏
「
公
文
書
管
理
法
制
の
現
状
と
課
題
Ⅱ　

～
歴
史
公
文
書
等

の
保
存
、
利
用
を
中
心
に
～
」（
『
大
宮
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
』
第
11
号
、
大
宮
法
科

大
学
院
大
学
、
平
成
27
年
）
、p

p
.
1
1
6
-
1
1
7

（
3
）　

西
山
絵
里
子
「
国
立
公
文
書
館
『
電
子
公
文
書
等
の
移
管
・
保
存
・
利
用

シ
ス
テ
ム
』
の
運
用
と
業
務
に
つ
い
て
」（
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
第
88
号
、
国
立

公
文
書
館
、
令
和
５
年
）
、
「2

.
5
.
2
.
 

電
子
公
文
書
等
の
利
用
業
務
の
課
題

及
び
対
応
」
か
ら

（
4
）　

「
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
条
例
及
び
同
施
行
規
則
の
解
釈
と
運
用
の
基

準
」（
『
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
規
程
集
』
、
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
、
平
成
12

年
）
、p

.
6
0

（
5
）　

関
根
豊
「
神
奈
川
県
の
公
文
書
管
理
―
公
文
書
館
に
お
け
る
評
価
選
別

を
中
心
に
―
」（
宮
間
純
一
編
『
公
文
書
管
理
法
時
代
の
自
治
体
と
文
書
管

理
』
、
勉
誠
社
、
令
和
４
年
）
、p

.
1
1
9

の
表
２
を
一
部
加
工

（
6
）　

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
条
例

第
３
条　

県
の
機
関
（
知
事
、
議
会
、
公
営
企
業
管
理
者
、
教
育
委
員
会
、

選
挙
管
理
委
員
会
、
人
事
委
員
会
、
監
査
委
員
、
労
働
委
員
会
、
収
用
委

員
会
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
を
い
う
。
）

及
び
県
が
設
置
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

15
年
法
律
第
１
１
８
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法

人
を
い
う
。
）は
、
そ
の
保
存
す
る
公
文
書
等
が
現
用
で
な
く
な
っ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
当
該
公
文
書
等
を
公
文
書
館
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
7
）　

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
条
例
施
行
規
則

第
１
条　

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
条
例
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
神

奈
川
県
立
公
文
書
館
の
長
に
委
任
す
る
。
（
中
略
）

（2）　

条
例
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
文
書
等
（
保
存
期
間
が
１
年

と
定
め
ら
れ
て
い
た
公
文
書
等
及
び
常
時
使
用
す
る
行
政
文
書
と
し
て
必

要
な
期
間
保
管
さ
れ
て
い
た
公
文
書
等
を
除
く
。
）を
選
別
す
る
こ
と
。

（3）　

条
例
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
公
文
書
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
。

（
8
）　

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
条
例

第
４
条　

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
渡
さ
れ
た
公
文
書
等
に
つ
い

て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文

書
等
を
選
別
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
渡
さ
れ
た
公
文
書
等
の
う
ち
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
る
公
文
書
等
以
外
の
公
文
書
等
を
、
確
実
に
、

か
つ
、
速
や
か
に
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
9
）　

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
公
文
書
等
選
別
基
準
（
平
成
５
年
10
月
19
日
告

示
第
９
２
９
号
、
改
正 

令
和
２
年
３
月
10
日
告
示
第
71
号
）
、h

t
t
p
s
:
/
/

a
r
c
h
i
v
e
s
.
p
r
e
f
.
k
a
n
a
g
a
w
a
.
j
p
/
a
b
o
u
t
/
o
r
d
i
n
a
n
c
e
/
s
e
n
b
e
t
s
u
-
k
i
j
u
n
.

h
t
m
l

（
令
和
８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
10
）　

前
掲
注

（9）
、
１
．
方
針

（
11
）　

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
21
年
法
律
第
66
号
）
第
２
条
第
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７
項

（
12
）　

内
藤
潤
「
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
に
お
け
る
電
子
公
文
書
の
実
務
状
況
」

（
『
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
紀
要
』
第
12
号
、
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
、
令
和

６
年
）

（
13
）　

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
条
例
（
平
成
５
年
10
月
19
日
条
例
第
24
号
）
、

h
t
t
p
s
:
/
/
a
r
c
h
i
v
e
s
.
p
r
e
f
.
k
a
n
a
g
a
w
a
.
j
p
/
a
b
o
u
t
/
o
r
d
i
n
a
n
c
e
/
j
o
r
e
i
.

h
t
m
l

（
令
和
８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
14
）　

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
条
例
施
行
規
則
（
平
成
５
年
10
月
19
日
規
則
第

86

号

）
、h

t
t
p
s
:
/
/
a
r
c
h
i
v
e
s
.
p
r
e
f
.
k
a
n
a
g
a
w
a
.
j
p
/
a
b
o
u
t
/
o
r
d
i
n
a
n
c
e
/

k
i
s
o
k
u
.
h
t
m
l

（
令
和
８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
15
）　

国
立
公
文
書
館
に
お
い
て
も
審
査
と
表
現
し
て
い
る
。
「
独
立
行
政
法

人
国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
く
利
用
請
求
に
対
す

る
処
分
に
係
る
審
査
基
準
」（
平
成
23
年
４
月
１
日
館
長
決
定
）
、h

t
t
p
s
:
/
/

w
w
w
.
a
r
c
h
i
v
e
s
.
g
o
.
j
p
/
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
/
p
d
f
/
r
i
y
o
u
s
h
i
n
s
a
_
2
0
1
1
_
0
0
.
p
d
f

（
令
和
８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
16
）　

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
資
料
の
閲
覧
制
限
の
審
査
基
準
（
令
和
２
年
２

月
22
日
館
長
決
定
）
、h

t
t
p
s
:
/
/
a
r
c
h
i
v
e
s
.
p
r
e
f
.
k
a
n
a
g
a
w
a
.
j
p
/
a
b
o
u
t
/

o
r
d
i
n
a
n
c
e
/
s
h
i
n
s
a
-
k
i
j
u
n
.
h
t
m
l

（
令
和
８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
17
）　

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
業
務
検
証
委
員
会
「
神
奈
川
県
立
公
文
書

館　

業
務
検
証
報
告
書
」（
平
成
31
年
２
月
）
、h

t
t
p
s
:
/
/
a
r
c
h
i
v
e
s
.
p
r
e
f
.

k
a
n
a
g
a
w
a
.
j
p
/
2
0
2
4
/
1
0
/
1
1
/
h
3
0
k
e
n
s
h
o
u
i
i
n
k
a
i
h
o
u
k
o
k
u
s
h
o
.
p
d
f

（
令

和
８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
18
）　

隠
し
文
字
や
コ
メ
ン
ト
を
印
刷
や
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
へ
出
力
す
る
に

は
、
別
途
設
定
が
必
要
と
な
る
。

（
19
）　

Ｍ
Ｓ 

Ｐ
明
朝
や
Ｍ
Ｓ 

Ｐ
ゴ
シ
ッ
ク
等
の
フ
ォ
ン
ト
が
該
当
し
、
例
え

ば
ｉ
は
文
字
幅
が
狭
く
、
ｍ
は
広
く
表
示
さ
れ
る
。

（
20
）　

高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推
進
戦
略
本
部
「
電
子
行
政
オ
ー

プ
ン
デ
ー
タ
戦
略
」（
平
成
24
年
７
月
４
日
決
定
）
、p

p
.
1
-
2

、h
t
t
p
s
:
/
/

w
a
r
p
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/
2
0
2
2
0
3
2
2
/
2
0
2
2
0
3
1
2
0
3
3
1
0
1
/
w
w
w
.
k
a
n
t
e
i
.
g
o
.
j
p
/

j
p
/
s
i
n
g
i
/
i
t
2
/
p
d
f
/
1
2
0
7
0
4
_
s
i
r
y
o
u
2
.
p
d
f

（
令
和
８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
21
） 

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
21
年
法
律
第
66
号
）
第
16
条
第

２
項

（
22
）　

内
閣
府
大
臣
官
房
公
文
書
管
理
課
「
電
子
公
文
書
等
の
移
管
・
保
存
・

利
用
の
具
体
的
方
法
に
係
る
方
針
」（
平
成
22
年
３
月
26
日
）

（
23
）　

前
掲
注
（
22
）
、
２
．

（3）
①

（
24
）　

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
、h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
d
i
g
i
t
a
l
.

a
r
c
h
i
v
e
s
.
g
o
.
j
p
/

（
令
和
８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
25
）　

一
例
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房 

統
計
情
報
部 

雇
用
・
賃
金
福

祉
統
計
課
「
平
成
25
年
労
使
関
係
総
合
調
査
の
実
施
に
つ
い
て
」（
国
立
公
文

書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
、
請
求
番
号
：
平
26
厚
労E

0
0
0
1
1
0
0

、
件
名
番

号
：0

0
0
0
1

）
、h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
d
i
g
i
t
a
l
.
a
r
c
h
i
v
e
s
.
g
o
.
j
p
/
e
r
/
4
0
6
7
4
9
8

（
令
和
８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
26
）　

国
立
公
文
書
館
「
電
子
公
文
書
等
の
長
期
保
存
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
含
む

長
期
保
存
に
関
す
る
調
査
報
告
」（
令
和
６
年
３
月
28
日
）
、h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.

a
r
c
h
i
v
e
s
.
g
o
.
j
p
/
a
b
o
u
t
/
r
e
p
o
r
t
/
p
d
f
/
c
h
o
u
s
a
_
2
0
2
4
_
0
3
_
0
2
.
p
d
f

（
令

和
８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
27
）　

前
掲
注
（
26
）
、p

.
1
8

（
28
）　

前
掲
注
（
26
）
、p

.
1
3

（
29
）　

「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
23
年
４
月

１
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
、
令
和
６
年
２
月
９
日
一
部
改
正
）
、p

.
1
9

、
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h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
8
.
c
a
o
.
g
o
.
j
p
/
c
h
o
s
e
i
/
k
o
u
b
u
n
/
h
o
u
r
e
i
/
k
a
n
r
i
-
g
l
.
p
d
f

（
令
和
８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
30
）　

内
閣
府
大
臣
官
房
公
文
書
管
理
課
長
「
電
子
公
文
書
等
の
移
管
・
保
存
・

利
用
の
具
体
的
方
法
に
係
る
方
針
」（
令
和
６
年
２
月
９
日
）
、h

t
t
p
s
:
/
/

w
w
w
8
.
c
a
o
.
g
o
.
j
p
/
c
h
o
s
e
i
/
k
o
u
b
u
n
/
h
o
u
r
e
i
/
t
s
u
c
h
i
2
-
6
.
p
d
f

（
令

和

８

年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
31
）　

前
掲
注
（
30
）
、
１
．

（3）
①

（
32
）　

島
林
孝
樹
「
国
立
公
文
書
館
が
実
施
し
た
『
電
子
公
文
書
の
管
理
・
保

存
・
利
用
』
に
係
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
報
告
」（
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
第
92

号
、
国
立
公
文
書
館
、
令
和
６
年
）
、h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
r
c
h
i
v
e
s
.
g
o
.
j
p
/

p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
/
a
r
c
h
i
v
e
s
/
n
o
0
9
2
/
1
5
2
1
0

（
令
和
８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
33
）　

他
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
で
作
成
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
や
ス
キ
ャ

ン
デ
ー
タ
等
を
区
別
な
く
１
つ
の
デ
ー
タ
と
し
て
処
理
で
き
る
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
の
フ
ァ
イ
ル
形
式
、 h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
f
u
j
i
fi
l
m
.
c
o
m
/
f
b
/

s
u
p
p
o
r
t
/
s
o
f
t
w
a
r
e
/
d
w
_
w
o
r
l
d
/
h
a
n
d
b
o
o
k
/
o
v
e
r
v
i
e
w
/
1
0
1
.
h
t
m
l

（
令
和

８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
34
）　

神
奈
川
県
政
策
局
「
か
な
が
わ
の
情
報
公
開
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
」（
令
和
７
年
10
月
）
、h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
k
a
n
a
g
a
w
a
.
j
p
/

d
o
c
u
m
e
n
t
s
/
3
6
4
3
/
0
7
1
0
0
1
h
a
n
d
b
o
o
k
.
p
d
f

（
令
和
８
年
１
月
22
日
閲
覧
）

（
35
）　

前
掲
注
（
34
）
、
Ⅱ
第
２
章
第
13
条　

２
運
用

（2）
イ

（ｱ）
の
後
半
、p

.
1
2
9

（
36
）　

原
文
マ
マ
。
以
下
、
同
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
か
ら
の
「
物
」
の
引
用
に
つ
い
て

も
同
様
。

（
37
）　

前
掲
注
（
34
）
、
Ⅱ
第
２
章
第
13
条　

２
運
用

（2）
イ

（ｲ）
ｂ

（b）
の
前
段
、

p
.
1
3
0

（
38
）　

前
掲
注
（
34
）
、
Ⅱ
第
２
章
第
13
条　

２
運
用

（2）
イ

（ｲ）
ｂ

（b）
の
中
段
、

p
.
1
3
0

（
39
）　

前
掲
注
（
34
）
、
Ⅱ
第
２
章
第
13
条　

２
運
用

（2）
イ

（ｱ）
の
前
半
、p

.
1
2
9

（
40
）　

前
掲
注
（
34
）
、
Ⅱ
第
２
章
第
13
条　

２
運
用

（2）
イ
、p

.
1
2
9

（
41
）　

前
掲
注
（
34
）
、
Ⅱ
第
２
章
第
13
条　

２
運
用

（2）
イ

（ｲ）
ｂ

（b）
、p

.
1
3
0

（
42
）　

前
掲
注
（
34
）
、
Ⅱ
第
２
章
第
13
条　

２
運
用

（2）
イ

（ｲ）
ａ

（a）
、p

.
1
2
9

（
43
）　

前
掲
注
（
34
）
、
Ⅱ
第
２
章
第
13
条　

２
運
用

（2）
イ

（ｲ）
ｂ

（a）
、p

.
1
3
0

（
44
）　

前
掲
注
（
34
）
、
Ⅱ
第
２
章
第
13
条　

２
運
用

（2）
イ

（ｲ）
ｂ

（b）
の
な
お
書

き
、p

.
1
3
0

（
45
）　

前
掲
注
（
34
）
、
「
（
参
考
）写
し
の
交
付
方
法
」
、p

.
1
3
1

（
46
）　

前
掲
注
（
34
）
、
Ⅱ
第
１
章
第
１
条
、p

.
5
5

（
47
）　

前
掲
注
（
34
）
、
Ⅱ
第
２
章
第
13
条　

１
趣
旨
及
び
解
釈

（4）
、p

.
1
2
5

（
48
）　

前
掲
注
（
4
）


